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一
、
問
題
の
所
在

　
『
菅
家
文
草
』
（
巻
四
・

302
）
は
、
次
の
よ
う
な
長
い
題
辞
を
持
つ
。

小
男
阿
視
、
留
在
東
京
。
写
送
田
大
夫
禁
中
瞿
麥
花
三
十
韻
詩
云
、
此
詩
也
、
応
詔
作
之
。
時
人
重
之
。
故
奉
之
。
予
吟
之
翫
之
、

不
知
其
足
。
仍
製
一
篇
、
続
于
詩
草
云
爾
。

小
男
阿
視
、
留
り
て
東
京
に
在
り
。
田
大
夫
が
禁
中
瞿
麥
花
三
十
韻
詩
を
写
し
送
り
て
云
は
く
、
此
の
詩
や
、
詔
に
応
じ
て
作

る
。
時
人
之
を
重
ん
ず
。
故
に
之
を
奉
る
と
。
予
之
を
吟
じ
之
を
翫
じ
、
其
の
足
る
を
知
ら
ず
。
仍
り
て
一
篇
を
製
し
、
詩
草

に
続つ

ぐ
と
云
ふ
こ
と
爾し

か

り
。

　

こ
こ
に
見
え
る
「
阿
視
」
に
つ
い
て
、
川
口
久
雄

）
1
（

は
「
「
小
男
阿
視
（
あみ

）
」
は
、
道
真
の
一
男
高
視
（
た
か

み

）
の
幼
名
」
と
す
る
。
「
阿
視
」

を
高
視
と
比
定
す
る
こ
と
は
、
『
大
日
本
史
料　

第
一
編
之
一
』
（
東
京
大
学
出
版
会
・
一
九
六
八
年
）
寛
平
元
年
是
歳
条
に
も
見
え
、
「
初

女
子
大
國
お　
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テ
瞿
麦
ヲ
禁
苑
ニ
植
ウ
」
に
前
掲
の
題
辞
を
引
用
し
、
「
阿
視
」
に
「
長
男
高
視
」
と
傍
注
を
付
し
て
い
る
。
ま
た
、
飯
沼
賢
司
「
童
名
」

（
『
国
史
大
辞
典　

第
十
巻
』
吉
川
弘
文
館
・
一
九
八
九
年
）
に
は
、
「
童
名
の
早
い
時
期
の
例
と
し
て
は
、
菅
原
道
真
の
子
息
高
視
の
「
阿

視
」
や
紀
貫
之
の
「
阿
古
久
曾
」
な
ど
が
知
ら
れ
る
」
と
指
摘
す
る
。

　

こ
れ
ら
は
自
明
の
ご
と
く
「
阿
視
」
＝
高
視
と
解
し
て
い
る
が
、
し
か
し
、
そ
の
根
拠
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
考
え
ら

れ
る
の
は
、
「
阿
視
」
の
「
視
」
と
「
高
視
」
の
「
視
」
が
共
通
す
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
川
口
が
「
阿
視
」
を
「
あ
み
」
と
読
ん
で
い
る
の

も
そ
れ
故
で
あ
ろ
う
。

　

本
稿
で
は
、
こ
の
点
に
つ
い
て
ま
ず
考
察
を
加
え
る
。
そ
れ
は
高
視
の
生
年
の
問
題
に
波
及
す
る
。
そ
の
上
で
、
庶
子
で
は
あ
る
も
の

の
、
高
視
と
と
も
に
道
真
の
業
を
継
承
し
た
淳
茂
に
つ
い
て
触
れ
る
。
淳
茂
も
阿
視
の
比
定
問
題
と
関
わ
る
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。
ま

た
、
淳
茂
の
左
遷
を
め
ぐ
る
資
料
に
つ
い
て
疑
問
が
あ
り
、
そ
れ
を
取
り
上
げ
る
。
最
後
に
「
講
書
之
後
、
戯
寄
二

諸
進
士
一

」
（
『
菅
家
文

草
』
巻
二
・
82
）
詩
の
解
釈
を
検
討
す
る
。
本
作
に
は
道
真
の
業
を
継
承
す
る
「
小
児
」
が
登
場
す
る
。
通
説
で
は
、
こ
れ
を
高
視
で
あ

る
と
す
る
。
そ
れ
は
つ
ま
り
阿
視
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
だ
が
、
淳
茂
の
可
能
性
も
あ
る
こ
と
を
述
べ
、
さ
ら
に
詩
の
後
半
の
解

釈
に
つ
い
て
私
見
を
述
べ
る
。

　

以
上
、
阿
視
と
は
誰
か
と
い
う
問
題
か
ら
始
め
て
、
高
視
と
淳
茂
に
関
わ
る
資
料
に
つ
い
て
再
検
討
を
加
え
る
の
が
、
本
稿
の
目
的
で

あ
る
。

　
　
　
　

二
、
阿
視
を
め
ぐ
っ
て

　

道
真
の
作
品
中
、
阿
視
と
同
じ
よ
う
な
呼
び
方
に
「
阿
満
」
が
あ
る
。
川
口
は
、
「
夢
二

阿
満
一

」
（
『
菅
家
文
草
』
巻
二
・

117
）
の
補
注
で
、

「
阿
」
は
、
人
を
親
し
み
よ
ぶ
と
き
、
そ
の
姓
・
氏
・
名
・
字
・
次
第
な
ど
に
冠
し
て
用
い
る
。
正
字
通
に
「
阿
読
如
レ

渥
」
と
あ
る
。
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余
叢
考
に
「
俗
呼
二

小
児
名
一

、輙
曰
二

阿
某
一

、此
自
レ

古
然
」
と
あ
る
。
「
満
」
は
、「
麻
呂
」
に
通
ず
る
。
し
た
が
っ
て
、「
阿
満
」
は
、

固
有
名
詞
で
は
な
く
、
愛
情
を
こ
め
て
、
私
の
む
す
こ
と
い
う
ほ
ど
の
意
。

と
い
う
。
ま
た
、
新
間
一
美

）
2
（

は
、

「
阿
満
」
は
通
常
「
あ
ま
ろ
」
と
読
む
が
、
こ
こ
で
は
「
あ
ま
ん
」
と
読
む
こ
と
と
す
る
。
「
阿
│
」
は
中
国
に
お
け
る
愛
称
で
あ
り
、

「
満
」
が
「
ま
ろ
」
と
訓
ま
れ
る
こ
と
が
あ
る
に
し
て
も
、
こ
の
場
合
は
漢
詩
で
あ
る
が
故
に
中
国
風
の
愛
称
で
記
し
た
の
で
あ
る
か

ら
音
読
み
が
適
当
と
考
え
る
。

と
述
べ
る
。
基
本
的
に
は
通
説
の
理
解
で
あ
る
が
、
新
間
は
論
の
末
尾
に
次
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
。

「
阿
満
を
夢
み
る
」
と
い
う
詩
題
も
こ
の
「
微
之
を
夢
み
る
」
に
倣
っ
た
も
の
で
あ
り
、「
阿
満
」
と
い
う
呼
称
も
「
阿
崔
」
や
「
阿
衛
」

と
い
う
夭
逝
し
た
元
白
の
子
供
た
ち
に
倣
っ
た
も
の
な
の
で
あ
る
。

　

通
説
に
あ
る
よ
う
に
「
阿
」
は
愛
称
で
あ
る
。
そ
し
て
、
「
満
」
は
川
口
以
来
「
ま
ろ
」
の
音
写
と
考
え
ら
れ
て
い
る
が

）
3
（

、
「
阿
視
」
は

ど
う
だ
ろ
う
か
。
こ
の
「
視
」
を
、
川
口
は
「
み
」
と
訓
ん
で
い
る
が
、「
阿
満
」
の
「
満
」
と
は
異
な
る
の
で
は
な
い
か
。
「
満
」
が
「
ま

ろ
」
の
音
写
だ
と
し
て
、
「
み
」
は
何
を
意
味
す
る
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
。
新
間
が
指
摘
す
る
よ
う
に
「
阿
崔
」
「
阿
衛
」
に
倣
っ
た

も
の
と
す
る
の
な
ら
、
「
崔
」
や
「
衛
」
と
い
う
幼
名
に
「
阿
」
を
付
し
た
形
と
同
様
に
理
解
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
こ
の
場
合
、

「
視
」
は
音
読
み
す
べ
き
で
な
い
か
。

　

平
安
時
代
の
幼
名
（
童
名
）
に
つ
い
て
は
、
坂
本
信
道
に
一
覧
が
あ
る

）
4
（

。
著
名
な
例
と
し
て
は
、
「
あ
こ
」
が
あ
る
。
道
真
の
幼
名
も

「
阿
古
」
と
さ
れ
る
し
、
貫
之
の
「
阿
古
久
曾
」
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
藤
原
隆
家
他
の
幼
名
も
「
あ
こ
」
だ
が
、
こ
れ
は
、
我
が
子
の

意
で
あ
っ
て
、
「
も
と
も
と
自
分
の
子
供
に
対
す
る
愛
称
で
あ
り
、
同
時
に
し
ば
し
ば
童
名
に
も
用
い
ら
れ
た

）
5
（

」
。
な
お
、
「
阿
古
」
と
い
う

場
合
の
「
阿
」
は
、
和
語
「
あ
」
の
漢
字
表
記
の
一
例
で
あ
っ
て
、
愛
称
を
示
す
漢
語
「
阿
」
で
は
な
い
。
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ま
た
、
「
た
づ
」
「
い
は
」
「
こ
け
」
「
ま
つ
」
な
ど
の
幼
名
が
確
認
で
き
る
が
、
こ
れ
ら
は
長
寿
を
祈
り
、
「
将
来
を
祝
福
し
た
も
の
、
特

に
健
康
な
成
長
を
祈
る
意
を
こ
め
た
名

）
6
（

」
と
い
え
よ
う
。
そ
の
中
に
置
け
ば
、
「
阿
視
」
と
い
う
名
前
は
異
例
で
あ
る
。
「
阿
」
を
愛
称
を

示
す
漢
語
と
理
解
す
れ
ば
、
実
質
的
な
名
は
「
視
」
だ
け
で
あ
り
、
川
口
久
雄
の
よ
う
に
「
阿
視
」
を
「
あ
み
」
と
訓
む
と
す
れ
ば
、「
み
」

が
そ
の
名
前
と
な
っ
て
し
ま
い
、
当
時
の
幼
名
の
慣
習
か
ら
外
れ
、
い
か
に
も
不
自
然
で
あ
る
。

　
「
阿
」
は
、
川
口
が
引
く
『

余
叢
考
』
巻
八
「
阿
」
に
「
阿
、
俗
呼
小
児
名
、
輒
曰
阿
某
、
此
自
古
然
（
阿
、
俗
に
小
児
の
名
を
呼
ぶ

に
、

輒
す
な
は

ち
阿
某
と
曰
ふ
こ
と
、
此
れ
古
自よ

り
然
り
）
」
と
あ
る
。
『

余
叢
考
』
は
、
以
下
、
漢
の
武
帝
が
、
の
ち
の
陳
皇
后
を
「
阿
喬
」

と
呼
ん
だ
こ
と
な
ど
、
い
く
つ
か
の
例
を
あ
げ
て
い
る
。
同
書
が
引
く
の
は
他
に
、
『
魏
略
』
『
梁
書
』
『
隋
書
』
『
五
代
史
』
な
ど
史
書
の

例
ば
か
り
で
あ
り
、
詩
文
の
例
は
あ
が
ら
な
い
。
管
見
に
よ
れ
ば
、
子
供
を
「
阿
某
」
と
呼
ん
で
詩
文
に
記
す
の
は
、
白
居
易
に
特
徴
的

に
見
ら
れ
る

）
7
（

。

　
「
弄
二

亀
羅
一

」
（
『
白
氏
文
集
』
巻
七
・

0312
）
で
は
、
六
歳
の
甥
「
阿
亀
」
、
「
吾
雛
」
（
同
前
巻
八
・

0364
）
で
は
、
七
歳
の
娘
「
阿
羅
」
、
「
路

上
寄
二

銀
匙
一

与
二

阿
亀
一

」
（
同
前
巻
二
十
・

1316
）
、
「
和
二

微
之
一

詩
二
十
三
首
・
和
二

晨
興
一

因
報
レ

問
二

亀
児
一

」
（
同
前
巻
五
十
二
・

2269
）
で
は

「
阿
亀
」
、
そ
し
て
、
「
阿
崔
」
（
同
前
巻
五
十
八

2825
）
で
は
、
生
ま
れ
た
ば
か
り
の
男
子
「
阿
崔
」
、
「
詠
懐
」
（
同
前
巻
六
十
五
・

3232
）
で
は

娘
「
阿
羅
」
、
「
夢
二

微
之
一

」
（
同
前
巻
六
十
八
・

3459
）
で
は
、
元
稹
の
「
小
男

）
8
（

」
の
「
阿
衛
」
、
詩
で
は
な
い
が
、
「
池
上
篇
序
」
（
同
前
巻

六
十
・

2928
）
で
は
甥
の
「
阿
亀
」
、
「
祭
二

崔
常
侍
一

文
」
（
同
前
巻
六
十
一
・

2946
）
で
も
甥
の
「
阿
亀
」
と
、
自
分
の
子
女
だ
け
で
な
く
、
甥

の
「
阿
亀
」
（
白
行
簡
男
）
、
元
稹
の
子
「
阿
衛
」
を
詠
ん
で
い
る
。
元
稹
の
作
に
は
、
自
身
の
子
女
を
含
め
「
阿
某
」
と
呼
ぶ
例
は
見
出

せ
ず
、
白
居
易
に
極
め
て
顕
著
で
あ
る
と
い
え
る
。

　

白
居
易
以
後
で
あ
れ
ば
、
晩
唐
の
李
商
隠
の
題
辞
「
楊
本
勝
説
二

於
長
安
一

見
二

小
男
阿
袞
一

」
に
「
小
男
阿
袞
」
と
、
道
真
の
「
小
男
阿

視
」
に
近
い
形
で
見
え
る
が
、
道
真
の
「
阿
視
」
は
、
や
は
り
白
居
易
に
学
ん
だ
表
現
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。
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す
な
わ
ち
道
真
は
、
自
ら
の
子
息
を
詩
に
詠
む
際
に
、
白
居
易
が
好
ん
だ
「
阿
某
」
の
表
現
を
学
び
、
「
阿
視
」
と
詠
ん
だ
と
考
え
ら
れ

る
の
で
あ
る
。
「
阿
視
」
は
、
愛
称
を
示
す
「
阿
」
に
、
「
崔
」
や
「
亀
」
「
衛
」
の
よ
う
な
幼
名
「
視
」
を
加
え
た
も
の
で
、
「
ア
シ
」
と

読
む
べ
き
で
あ
ろ
う
。
基
本
的
に
先
に
触
れ
た
新
間
論
に
従
う
べ
き
だ
と
考
え
る
。
そ
れ
は
「
阿
満
」
に
し
て
も
同
様
で
、
「
満
」
が
「
ま

ろ
」
の
音
写
だ
と
し
て
も
、
和
語
の
「
あ
ま
ろ
」
で
な
く
漢
語
の
「
ア
マ
ン
」
と
理
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　

三
、
小
男

　
「
阿
視
」
は
白
居
易
に
学
ん
だ
表
現
で
あ
る
と
述
べ
た
。
「
あ
み
」
と
訓
む
べ
き
で
は
な
い
と
い
う
結
論
に
な
る
が
、
で
あ
れ
ば
、
阿
視

が
高
視
の
幼
名
で
あ
る
と
い
う
根
拠
も
な
く
な
る
の
で
は
な
い
か
。

　

そ
も
そ
も
、
実
名
は
元
服
時
に
付
け
ら
れ
る

）
9
（

。
そ
れ
以
前
に
幼
名
が
用
い
ら
れ
る
わ
け
だ
が
、
幼
名
の
「
視
」
か
ら
、
元
服
後
の
「
高

視
」
と
い
う
名
前
が
付
け
ら
れ
た
と
は
考
え
に
く
い
。
そ
の
こ
と
が
、
阿
視
と
高
視
を
別
人
と
す
る
理
由
に
な
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
そ

も
そ
も
、
阿
視
が
高
視
で
あ
る
と
い
う
根
拠
は
、
先
に
推
測
し
た
よ
う
に
、「
阿
視0

（
あ
み0

）
」
、「
高
視0

（
た
か
み0

）
」
の
共
通
性
し
か
な
い
。

考
察
を
加
え
る
必
要
が
あ
る
。

　
「
阿
視
」
が
出
て
く
る
題
辞
を
再
掲
す
る
（
訓
読
は
省
略
）
。

小
男
阿
視
、
留
在
東
京
。
写
送
田
大
夫
禁
中
瞿
麥
花
三
十
韻
詩
云
、
此
詩
也
、
応
詔
作
之
。
時
人
重
之
。
故
奉
之
。
予
吟
之
翫
之
、

不
知
其
足
。
仍
製
一
篇
、
続
于
詩
草
云
爾
。
（
『
菅
家
文
草
』
巻
四
・

302
）
。

　

題
辞
に
記
さ
れ
る
「
田
大
夫
禁
中
瞿
麥
花
三
十
韻
詩
」
は
、
『
田
氏
家
集
』
（
巻
下
・

136
）
に
見
え
る
。
道
真
当
該
詩
の
前
に
排
列
さ
れ

る
「
白
毛
歎
」
（
『
菅
家
文
草
』
巻
四
・

301
）
に
「
四
旬
有
五
豈
凋
残
（
四
旬
有
五
豈あ

に

凋
残
な
ら
む
や
）
」
と
、
四
十
五
歳
と
い
う
年
齢
が
詠

ま
れ
て
い
る
が
、
道
真
の
四
十
五
歳
は
、
寛
平
元
年
で
あ
る
。
『
菅
家
文
草
』
が
お
お
む
ね
年
代
順
に
排
列
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
勘
案
し
て
、
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302
詩
も
こ
の
年
の
作
と
見
て
よ
い
。

　

菅
原
高
視
は
、
『
尊
卑
分
脈
』
に
よ
れ
ば
、
「
延
喜
十
三
年
卒
。
卅
八
才
」
で
あ
る
。
生
年
は
、
貞
観
十
八
年
と
な
る
。
但
し
、
『
北
野
天

神
御
伝
』
（
『
菅
家
伝
』
）
に
よ
れ
ば
、

長
子
高
視
、
博
学
洽
聞
、
文
花
承
家
、
補
文
章
得
業
生
、
未
及
成
業
、
俄
叙
従
五
位
下
、
為
大
学
頭
、
兼
右
少
弁
。
左
転
土
左
介
。

延
喜
六
年
冬
、
有
詔
徴
之
、
授
以
本
官
、
進
爵
一
階
。
年
三
十
九
年

（
マ
マ
）

。

長
子
高
視
、
博
学
洽
聞
、
文
花
家
を
承
く
。
文
章
得
業
生
に
補
す
。
未
だ
成
業
に
及
ば
ず
し
て
、

俄
に
は
か

か
に
従
五
位
下
に
叙
し
、

大
学
頭
と
為
る
。
右
少
弁
を
兼
ぬ
。
土
左
介
に
左
転
す
。
延
喜
六
年
冬
、
詔
有
り
て
之
を
徴め

す
。
授
く
る
に
本
官
を
以
て
し
、

爵
一
階
を
進
む
。
年
三
十
九
に
し
て

年
（
マ
マ
）

。

と
あ
る
。
最
後
の
「
年
」
は
「
卒
」
の
誤
写
か
と
推
測
さ
れ
る
。
卒
年
は
三
十
九
歳
と
な
り
、
『
分
脈
』
と
一
年
の
ず
れ
が
あ
り
、
貞
観

十
七
年
生
と
な
る
。

　

高
視
の
生
年
に
は
二
説
あ
る
わ
け
だ
が
、

302
詩
が
詠
ま
れ
た
寛
平
元
年
に
は
十
四
歳
か
十
五
歳
と
な
る
。
こ
の
年
齢
は
、
元
服
す
る
時

期
と
重
な
る
。

　

当
時
の
元
服
年
齢
は
明
確
で
は
な
い
が
、
服
藤
早
苗
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る

）
10
（

。

九
世
紀
に
元
服
が
判
明
す
る
の
は
三
十
三
例
で
あ
る
が
、
年
齢
が
明
記
さ
れ
ま
た
割
り
出
せ
る
の
は
二
十
例
で
あ
る
。
内
わ
け
は
、

十
三
歳
二
例
、
十
四
歳
が
三
例
、
十
五
歳
が
二
例
、
十
六
歳
が
十
一
例
、
十
七
歳
が
二
例
と
な
っ
て
い
る
。
十
六
歳
が
圧
倒
的
に
多

く
半
数
以
上
を
占
め
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
こ
の
事
例
は
、
史
料
的
制
約
に
よ
り
天
皇
・
親
王
・
内
親
王
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
り
、

臣
下
は
、
賜
姓
源
氏
を
除
く
と
、
藤
原
基
経
・
時
平
・
仲
平
・
忠
平
の
四
人
で
あ
る
が
、
と
り
わ
け
こ
の
四
人
は
す
べ
て
が
十
六
歳

で
元
服
し
て
い
る
。
…
…
こ
の
摂
関
家
の
四
人
の
事
例
か
ら
み
て
、
九
世
紀
の
官
人
子
息
は
十
六
歳
で
元
服
し
、
翌
年
正
月
よ
り
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十
七
歳
で
出
身
す
る
の
が
一
般
的
で
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　

史
料
的
に
明
ら
か
な
事
例
で
は
、
十
六
歳
元
服
が
過
半
だ
と
指
摘
す
る
。
高
視
も
十
六
歳
元
服
で
あ
れ
ば
、
寛
平
元
年
に
は
ま
だ
元
服

前
で
、
幼
名
で
呼
ば
れ
て
い
る
時
期
と
な
る
。

　

し
か
し
、
父
道
真
の
元
服
は
、
「
臣
十
五
歳
加
冠
」
（

674
「
献
二

家
集
一

状
」
）
と
自
ら
記
す
よ
う
に
十
五
歳
で
、
高
視
が
十
六
歳
元
服
だ
と

は
言
い
切
れ
な
い
。

　

当
該
題
辞
で
は
、
「
小
男
阿
視
」
と
記
さ
れ
て
い
る
が
、
「
小
男
」
と
は
、
例
え
ば
『
漢
語
大
詞
典
』
は
、
1
「
泛
指
未
成
年
的
男
孩
」

2
「
年
幼
的
児
子
」
3
「
唐
戸
籍
制
称
四
歳
至
十
五
或
十
七
歳
的
男
子
為
小
男
」
と
、
未
成
年
の
男
子
、
幼
少
の
児
、
唐
の
戸
籍
で
、
四

歳
か
ら
十
五
或
い
は
十
七
歳
ま
で
を
い
う
と
語
釈
し
て
い
る
。
十
四
、五
歳
の
高
視
を
含
む
と
も
考
え
ら
れ
る
年
齢
の
範
囲
で
あ
る
。
「
小

男
」
と
い
う
言
葉
を
道
真
自
身
が
ど
の
よ
う
な
年
齢
を
想
定
し
て
表
現
し
て
い
る
の
か
確
認
す
る
必
要
が
あ
る
。

　

道
真
の
「
小
男
」
（
少
男
）
の
例
は
、
当
該
詩
の
他
に
二
例
あ
る
。
と
も
に
『
菅
家
後
集
』
の
例
で
あ
る
。

　
　
　

慰
二

少
男
女
一

〈
五
言
〉

　
　

衆
姉
惣
家
留　

衆
姉　

惣
べ
て
家
に
留
ま
り

　
　

諸
兄
多
謫
去　

諸
兄　

多
く
謫
去
す

　
　

小
男
与
小
女　

小
男
と　

小
女
と

　
　

相
随
得
相
語　

相
随
ひ
て　

相
語
る
を
得
た
り

（
『
菅
家
後
集
』

483
）

　

道
真
の
大
宰
府
左
遷
に
際
し
、
「
小
男
」
と
「
小
女
」
の
み
が
と
も
に
大
宰
府
に
向
か
っ
た
の
で
あ
る
。
第
二
句
目
に
あ
る
、
左
遷
さ
れ

た
「
諸
兄
」
に
関
わ
る
作
と
し
て
は
「
詠
二

楽
天
北
窓
三
友
詩
一

〈
七
言
〉
」
（
同
前

477
）
が
あ
り
、
「
尚
書
右
丞
」
（
右
少
弁
高
視
）
、
「
吏
部
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郎
中
」
（
式
部
大
丞
景
行
）
、
「
侍
中
」
（
蔵
人
兼
茂
）
、
「
秀
才
」
（
文
章
得
業
生
淳
茂
）
と
自
身
が
「
父
子
一
時
五
処
離
（
父
子
一
時
五
処
に

離
る
）
」
と
詠
ん
で
い
る
。
あ
げ
ら
れ
て
い
る
の
は
元
服
し
官
職
に
就
い
て
い
る
子
息
た
ち
で
あ
る
。
従
っ
て
、
「
小
男
」
は
、
ま
だ
任
官

し
て
い
な
い
、
元
服
前
の
男
子
だ
と
推
測
さ
れ
る
。
も
う
一
例
は
次
の
詩
で
あ
る
。

　
　
　

秋
夜

　
　

床
頭
展
転
夜
深
更　

床
頭
展
転
し
て　

夜
深
更

　
　

背
壁
微
燈
夢
不
成　

壁
に
背
く
る
微
燈　

夢
成
ら
ず

　
　

早
雁
寒
蛬
聞
一
種　

早
雁
寒
蛬　

聞
く
に
一
種

　
　

唯
無
童
子
読
書
声　

唯　

童
子
の
書
を
読
む
声
無
き
の
み

　
　
　
〈
童
子
小
男
幼
字
、
近
曾
夭
亡
〉
〈
童
子
は
小
男
の
幼
字
、
近ち

か

曾ご
ろ

夭
亡
す
〉

（
同
前

503
）

　

こ
こ
に
は
、
「
童
子
」
と
い
う
「
幼
字
」
の
「
小
男
」
が
「
夭
亡
」
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
「
童
子
」
は
、
道
真
と
と
も
に

大
宰
府
に
来
た
「
小
男
」
の
一
人
で
あ
ろ
う
が
、
「
幼
字
」
が
付
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
元
服
前
の
男
児
で
あ
ろ
う
。

　

道
真
の
い
う
「
小
男
」
は
、
元
服
前
の
男
子
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
な
よ
う
だ
。
但
し
、
そ
れ
以
上
、
ど
れ
ほ
ど
の
幼
さ
を
示
す
か
明

確
で
は
な
い
。

　

中
国
に
於
い
て
、
あ
る
程
度
年
齢
が
推
測
で
き
る
例
を
確
認
す
る
と
、
以
下
の
よ
う
に
な
る
。

　
　

東
陽
陳
叔
山
小
男
、
二
歳
得
疾
、
下
利
常
先
啼
、
日
以
羸
困
。

　
　
　
　

東
陽
の
陳
叔
山
の
小
男
、
二
歳
に
し
て
疾
を
得
、
下
利
し
て
常
に
先
づ
啼
き
、
日
以
て
羸
困
す
。

（
『
三
国
志
』
巻
二
十
九
・
魏
書
・
方
技
伝
・
華
佗
伝
）
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丹
陽
張
盤
、
字
子
石
。
為
廬
江
太
守
。
尋
陽
令
嘗
餉
一
奩
甘
。
其
小
男
、
年
七
歳
、
就
取
一
枚
。
盤
奪
不
付
外
。
卒
以
両
枚
与
之
。

盤
奪
児
甘
。
鞭
卒
曰
、
何
故
行
賂
於
吾
子
。

丹
陽
の
張
盤
、
字
子
石
。
廬
江
太
守
と
為
る
。
尋
陽
令 

嘗
て
一
奩
の
甘
を
餉お

く

る
。
其
の
小
男
、
年
七
歳
、
就
き
て
一
枚
を
取
る
。

盤
奪
ひ
て
外
に
付
せ
ず
。
卒 

両
枚
を
以
て
之
れ
に
与
ふ
。
盤 

児
の
甘
を
奪
ふ
。
卒
を

鞭
む
ち
う

ち
て
曰
は
く
、
何
故
ぞ
賂
を
吾
が
子

に
行
ふ
と
。

（
謝
承
『
後
漢
書
』
『
藝
文
類
聚
』
巻
八
十
六
・
甘
所
引
）

江
陵
陥
時
、
有
関
内
人
梁
元
暉
、
俘
獲
一
士
大
夫
。
姓
劉
。
此
人
先
遭
侯
景
喪
乱
、
失
其
家
口
。
唯
餘
小
男
。
始
数
歳
、
躬
自
担
負
、

又
値
雪
泥
。
不
能
前
進
。

江
陵
陥
つ
る
時
、関
内
人
の
梁
元
暉
有
り
、一
士
大
夫
を
俘
獲
す
。
姓
劉
。
此
の
人
先
に
侯
景
の
喪
乱
に
遭
ひ
、其
の
家
口
を
失
ふ
。

唯
小
男
を
餘
す
の
み
。
始
め
て
数
歳
な
れ
ば
、
躬
自
ら
担
負
す
。
又
雪
泥
に
値あ

ひ
、
前
に
進
む
こ
と
能
は
ず
。

（
顔
之
推
「
還
冤
記
」
『
太
平
広
記
』
巻
百
二
十
・
報
応
十
九
・
冤
報
所
引
）

　

六
朝
辺
ま
で
の
例
を
あ
げ
た
が
、
最
初
の
例
は
、
二
歳
の
「
小
男
」
で
あ
り
、
次
の
例
は
七
歳
、
ま
た
本
文
中
で
「
児
」
と
も
言
い
換

え
ら
れ
て
い
る
。
最
後
の
例
は
、
よ
う
や
く
「
数
歳
」
に
な
っ
た
「
小
男
」
で
あ
る
。

　

唐
詩
に
も
散
見
す
る
が
、
白
居
易
に
は
一
例
見
え
る

）
11
（

。

　
　

阿
衛
韓
郎
相
次
去　

阿
衛
韓
郎　

相
次
で
去
る

　
　

夜
台
茫
昧
得
知
不　

夜
台　

茫
昧
と
し
て
知
る
を
得
る
や
不い

な

や

　
　
　
〈
阿
衛
、
微
之
小
男
。
韓
郎
、
微
之
愛
壻
〉　
〈
阿
衛
、
微
之
の
小
男
。
韓
郎
、
微
之
の
愛
壻
〉

（
「
夢
二

微
之
一

」
『
白
氏
文
集
』
巻
六
十
八
・

3459
）
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元
稹
の
「
小
男
」
の
「
阿
衛
」
と
「
愛
壻
」
の
「
韓
郎
」
が
相
次
い
で
死
ん
だ
こ
と
を
、
墳
墓
に
い
る
君
は
知
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
、

と
詠
む
。

　
「
阿
衛
」
は
元
稹
の
娘
で
、
白
居
易
「
唐
故
武
昌
軍
節
度
処
置
等
使
正
議
大
夫
検
校
戸
部
尚
書
鄂
州
刺
史
兼
御
史
大
夫
賜
紫
金
虹
褒
贈
尚

書
右
僕
射
河
南
元
公
墓
誌
銘
」
序
（
『
白
氏
文
集
』
巻
六
十
一
・

2939
）
に
「
今
夫
人
河
東
裴
氏
、
賢
明
知
礼
、
…
…
生
三
女
。
曰
、
小
迎
未

笄
、
道
衛
、
道
扶
齠
齔
。
一
子
曰
、
道
護
三
歳
（
今
夫
人
河
東
裴
氏
、
賢
明
に
し
て
礼
を
知
り
、
…
…
三
女
を
生
む
。
曰
は
く
、
小
迎
は

未
笄
、
道
衛
、
道
扶
は
齠
齔
。
一
子
曰
は
く
、
道
護
は
三
歳
）
」
と
見
え
る
「
道
衛
」
の
こ
と
で
、
「
小
男
」
は
「
小
女
」
の
誤
り
と
さ
れ

る
）
12
（

。
元
稹
の
墓
碑
銘
で
あ
る
こ
の
作
は
大
和
六
年
成
立
で
、
先
の
「
夢
二

微
之
一

」
が
開
成
五
年
の
作
と
い
う

）
13
（

。
墓
誌
銘
が
作
ら
れ
た
時
点

で
「
道
衛
」
は
「
齠
齔
」
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
が
、
「
齠
齔
」
は
歯
が
抜
け
替
わ
る
頃
で
、
白
居
易
自
身
が
「
観
二

児
戯
一

」
（
『
白
氏
文
集
』

巻
十
・

0463
）
に
「
齠
齔
七
八
歳
、
綺
紈
三
四
児
」
と
詠
む
ご
と
く
、
七
、八
歳
頃
を
示
す

）
14
（

。
「
夢
二

微
之
一

」
が
作
ら
れ
た
頃
に
、
「
道
衛
（
阿

衛
）
」
が
死
ん
だ
と
す
れ
ば
、
十
五
、六
歳
と
な
る
。
十
五
、六
歳
頃
を
「
小
男
（
小
女
）
」
と
記
し
た
こ
と
に
な
る
。

　

あ
る
程
度
年
齢
が
推
測
で
き
る
例
を
見
る
と
、
数
歳
、
二
歳
、
七
歳
と
幼
年
の
例
が
見
え
る
も
の
の
、
十
五
、六
歳
の
例
も
あ
る
。
前
者

が
優
勢
だ
と
は
い
え
、
そ
れ
だ
け
で
判
定
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。

　

当
該
の
道
真
の
詩
で
は
、
冒
頭
、

　
　

家
児
不
問
老
江
濆　

家
児　

江
濆
に
老
い
た
る
を
問
は
ず

　
　

只
報
相
如
遇
好
文　

只　

相
如
の
好
文
に
遇
ふ
を
報つ

ぐ

と
、
阿
視
を
「
家
児
」
と
言
い
換
え
て
い
る
。
先
に
あ
げ
た
謝
承
『
後
漢
書
』
の
例
で
は
、
七
歳
の
「
小
男
」
が
「
児
」
と
表
現
さ
れ
て

い
た
。

　
「
児
」
は
、
『
説
文
解
字
』
に
「
孺
子
也
」
と
あ
る
よ
う
に
、
乳
飲
み
子
を
い
う
。
道
真
の
詩
文
で
、
「
児
」
に
つ
い
て
年
齢
が
分
か
り
そ
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う
な
例
を
挙
げ
れ
ば
、
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

　
　

小
児
年
四
初
知
読　

小
児
年
四　

初
め
て
読
む
を
知
る

　
　

恐
有
疇
官
累
末
孫　

恐
る
ら
く
は　

疇
官
の
末
孫
を

累
わ
づ
ら

は
さ
む
こ
と
有
る
を

（
「
講
書
之
後
、
戯
寄
二

諸
進
士
一

」
『
菅
家
文
草
』
巻
二
・
82
）

　
　

阿
満
亡
来
夜
不
眠　

阿
満
亡
せ
て
よ
り

来
こ
の
か
た　

夜
眠い

ね

ら
れ
ず

　
　

偶
眠
夢
遇
涕
漣
漣　

偶
た
ま
た
ま

眠
り
て
夢
に
遇
ひ
て　

涕
漣
漣
た
り

　
　

身
長
去
夏
餘
三
尺　

身
長　

去
る
夏
三
尺
に
餘
り

　
　

歯
立
今
春
可
七
年　

歯
立
つ　

今
春
七
年
ば
か
り

　
　
　

…
…

　
　

南
無
観
自
在
菩
薩　

南
無　

観
自
在
菩
薩

　
　

擁
護
吾
児
坐
大
蓮　

吾
が
児
を
擁
護
し
て　

大
蓮
に
坐
せ
し
め
よ

（
「
夢
二

阿
満
一

」
同
前
巻
二
・

117
）

　
　

不
校
秋
声
喪
父
哭　

秋
声　

父
を
喪
ひ
て
哭
せ
し
に
校く

ら

べ
ず

　
　

猶
勝
暁
涙
夢
児
悲　

猶
勝
る　

暁
涙
児
を
夢
み
て
悲
し
む
に

　
　
　
〈
余
先
皆
所
有
、
今
而
喩
之
〉　
〈
余
先
に
皆
有
る
所
、
今
に
し
て
喩
ふ
〉

（
「
傷
二

藤
進
士
一
、
呈
二

東
閤
諸
執
事
一

」
同
前
巻
二
・

140
）

　

最
初
の
例
は
、
四
歳
と
な
っ
た
子
息
を
「
小
児
」
と
い
う
。
残
り
二
例
は
、
と
も
に
「
阿
満
」
の
こ
と
を
「
吾
児
」
、
「
児
」
と
称
し
て

い
る
。
阿
満
は
七
歳
で
死
ん
で
い
る
。
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こ
う
し
た
例
を
勘
案
す
れ
ば
、
「
小
男
」
「
家
児
」
と
称
さ
れ
る
阿
視
は
、
十
歳
未
満
と
想
定
す
る
の
が
穏
当
で
は
な
か
ろ
う
か
。

十
五
、六
歳
の
男
子
を
「
小
男
」
と
呼
ぶ
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
加
え
て
「
児
」
と
呼
ぶ
可
能
性
は
少
な
い
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。

　

以
上
、
阿
視
は
、
当
該
詩
が
詠
ま
れ
た
時
点
で
、
十
歳
未
満
で
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
と
す
れ
ば
、
既
に
十
四
、五
歳
と
な
っ
て
い
た

高
視
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
別
人
を
想
定
せ
ざ
る
を
得
な
い
。

　

別
の
視
点
か
ら
も
同
様
の
結
論
に
至
る
。
先
に
高
視
の
生
年
に
つ
い
て
二
説
あ
る
こ
と
を
述
べ
た
が
、
実
は
こ
れ
ら
に
疑
問
が
存
す
る

の
で
あ
る
。
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
『
尊
卑
分
脈
』
等
の
系
図
類
に
記
さ
れ
る
延
喜
十
三
年
三
十
八
歳
卒
説
、
『
北
野
天
神
御
伝
』
に
記
さ

れ
る
三
十
九
歳
卒
説
で
あ
る
。
こ
れ
ら
に
よ
っ
て
貞
観
十
七
年
あ
る
い
は
十
八
年
生
誕
と
考
え
ら
れ
る
わ
け
だ
が
、
こ
の
生
年
で
は
問
題

が
あ
る
経
歴
を
高
視
は
持
つ
の
で
あ
る
。

　
『
葉
黄
記
』
巻
五
に
「
寛
平
五
年
二
月
四
日
癸
酉
。
以
蔭
孫
正
六
位
上
菅
原
朝
臣
高
視
為
文
章
得
業
生
（
寛
平
五
年
二
月
四
日
癸
酉
。
蔭

孫
正
六
位
上
菅
原
朝
臣
高
視
を
以
て
文
章
得
業
生
と
為
す
）
」
と
あ
り
、
高
視
は
、
寛
平
五
年
二
月
四
日
に
文
章
得
業
生
と
な
っ
て
い
る
。

こ
の
年
、
高
視
は
、
十
八
歳
か
十
九
歳
と
な
る
の
だ
が
、
こ
の
年
齢
で
の
補
得
業
生
は
異
例
で
あ
る
。
例
え
ば
、
父
道
真
は
二
十
三
歳
で

補
さ
れ
た
（
『
公
卿
補
任
』
寛
平
五
年
参
議
道
真
他
）
。
祖
父
是
善
の
二
十
二
歳
得
業
生
（
『
三
代
実
録
』
元
慶
四
年
八
月
三
十
日
条
薨
伝
）

が
早
い
ほ
う
で
、
他
に
は
、
大
江
音
人
が
二
十
七
歳
（
『
公
卿
補
任
』
貞
観
六
年
参
議
音
人
）
で
あ
る
。
高
視
の
異
例
さ
が
分
か
ろ
う
。
さ

ら
に
い
え
ば
、
文
章
得
業
生
は
文
章
生
か
ら
選
ば
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
の
で
、
高
視
は
こ
れ
以
前
に
文
章
生
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。

父
道
真
の
補
文
章
生
は
十
八
歳
の
時
で
、
『
北
野
天
神
御
伝
』
に
よ
れ
ば
、
「
世
以
為
早
（
世
以
て
早
し
と
為
す
）
」
と
い
う
。
こ
こ
に
は
多

少
顕
彰
の
意
が
込
め
ら
れ
て
い
る
だ
ろ
う
が
、
実
際
補
文
章
生
の
年
齢
を
確
認
す
れ
ば
、
曾
祖
父
清
公
は
二
十
歳
（
『
続
日
本
後
紀
』
承
和

九
年
十
月
七
日
条
薨
伝
）
、
音
人
二
十
三
歳
（
前
掲
『
公
卿
補
任
』
）
、
橘
広
相
二
十
四
歳
（
『
公
卿
補
任
』
元
慶
八
年
参
議
広
相
）
と
、
や

は
り
道
真
の
十
八
歳
は
早
い
。
高
視
は
、
し
か
し
そ
れ
以
上
に
早
く
、
道
真
が
文
章
生
に
な
っ
た
年
齢
で
得
業
生
に
補
さ
れ
た
と
い
う
の
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で
あ
る
。

　

も
ち
ろ
ん
、
十
八
歳
得
業
生
は
不
可
能
で
は
な
か
ろ
う
が
、
如
上
の
事
情
を
考
え
る
と
、
あ
ま
り
に
不
自
然
な
年
齢
で
あ
る
。
没
年
の

「
卅
八
」
（
あ
る
い
は
「
卅
九
」
）
と
い
う
の
は
、
「
卌
八
」
（
あ
る
い
は
「
卌
九
」
）
の
誤
写
と
考
え
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
二
十
八
歳
得

業
生
で
も
遅
く
は
な
い
年
齢
で
あ
る
。
も
し
そ
の
よ
う
に
考
え
る
こ
と
が
可
能
で
あ
れ
ば
、
ま
す
ま
す
阿
視
は
高
視
で
は
な
い
こ
と
に
な

る
。

　

な
お
、
前
掲
『
葉
黄
記
』
で
は
高
視
は
「
蔭
孫
正
六
位
上
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
蔭
位
の
制
度
で
は
、
二
十
一
歳
で
叙
位
さ
れ
る
こ
と

に
な
っ
て
い
る

）
15
（

。
蔭
孫
と
し
て
正
六
位
上
に
叙
せ
ら
れ
た
高
視
が
文
章
得
業
生
に
補
さ
れ
た
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
こ
の
時
二
十
一
歳
以

上
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。

　

同
様
の
例
に
、
和
気
貞
世
が
い
る
。
「
勅
。
蔭
孫
正
七
位
上
和
気
朝
臣
貞
臣
、
宜
特
補
文
章
得
業
生
（
勅
す
。
蔭
孫
正
七
位
上
和
気
朝
臣

貞
臣
を
、
宜
し
く
特
に
文
章
得
業
生
に
補
す
べ
し
）
」
（
『
続
日
本
後
紀
』
承
和
八
年
二
月
戊
寅
）
と
、
蔭
孫
正
七
位
上
の
貞
世
が
、
特
に
文

章
得
業
生
に
補
さ
れ
て
い
る
の
だ
が
、
貞
世
は
、
仁
寿
三
年
四
月
十
四
日
に
三
十
七
歳
で
卒
し
て
お
り
、
得
業
生
と
な
っ
た
承
和
八
年
は
、

二
十
五
歳
で
あ
る
。
二
十
一
歳
以
上
に
合
致
す
る
。
貞
臣
卒
伝
（
『
文
徳
実
録
』
仁
寿
三
年
四
月
十
四
日
条
）
に
よ
れ
ば
、
「
入
大
学
」
と

あ
っ
て
、
大
学
寮
に
入
学
し
た
こ
と
は
知
ら
れ
る
が
、
紀
伝
道
に
進
ん
だ
か
は
不
明
で
あ
る
。
し
か
し
、
文
章
得
業
生
は
文
章
生
か
ら
選

ば
れ
る
の
で
、
貞
臣
も
文
章
生
と
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
推
挙
を
受
け
て
得
業
生
に
補
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
蔭
孫
と
し
て
、

高
視
は
従
六
位
上
、
貞
世
は
正
七
位
下
に
叙
さ
れ
て
、
得
業
生
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

蔭
位
を
考
え
れ
ば
、
高
視
は
補
文
章
得
業
生
時
に
二
十
一
歳
以
上
で
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
卒
年
を
十
年
遅

く
し
た
場
合
で
あ
れ
ば
、
高
視
は
二
十
八
、九
歳
で
、
二
十
一
歳
以
上
で
あ
る
。

　
『
尊
卑
分
脈
』
『
北
野
天
神
御
伝
』
の
い
う
高
視
の
没
年
に
は
疑
問
が
残
る
。
こ
の
点
は
、
さ
ら
な
る
検
証
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
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四
、
阿
視
は
誰
か

　

阿
視
が
高
視
で
は
な
い
と
す
れ
ば
、
道
真
の
子
息
の
内
、
誰
に
当
た
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
道
真
の
子
息
と
し
て
『
尊
卑
分
脈
』
に
記
載

さ
れ
る
の
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

　
　
〈
冊
〉
高
視
〈
延
喜
十
三
年
卒
卅
八
才
〉

　
　
　
　
　
　
　
〈
左
少
弁　

大
学
頭　

山
城
守　

右
大
弁　

従
四
上
〉

　
　
〈
文
〉
寧
茂
〈
豊
後
介
〉

　
　
〈
文
〉
景
行
〈
常
陸
介
〉

　
　
　
　
　
　
　
〈
従
五
上
〉

　
　
〈
文
〉
景
鑑
〈
鋳
銭
長
官
〉

　
　
　
　
　
　
　
〈
周
防
守　

従
五
上
〉

　
　
　
　
　
　
　
〈
延
喜
八
年
│
卒
〉

　
　
〈
策
〉

　
　
〈
冊
〉
淳
茂
〈
秀
才　

進
士　

兵
部
丞　

式
部
権
大
輔
〉

　
　
〈
式
〉　　
　
〈
大
学
頭　

右
大
弁　

文
章
博
士
〉

　
　
〈
弁
〉　　
　
〈
正
五
下　

侍
読　

延
長
四
年
〉

　
　
　
　
　
　
　
〈
正
十
一
卒
〉

　
　
　
　
　

旧
風
〈
武
蔵
介　

日
向
守
〉
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弘
茂
〈
日
向
介
〉

　
　
〈
文
〉
兼
茂
〈
蔵　

常
陸
介　

従
五
上
〉

　
　
　
　
　

宣
茂
〈
豊
後
介
〉

　
　
〈
文
〉
淑
茂
〈
讃
岐
守　

従
五
下
〉

　
　
〈
蔵
〉
滋
殖
〈
従
五
下
〉

　
　
　
　
　
　
　
〈
昇
殿
〉

　

高
視
は
、
『
北
野
天
神
御
伝
』
に
よ
れ
ば
「
長
子
」
で
あ
る
。
ま
た
、
蔭
孫
と
し
て
正
六
位
上
に
叙
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
鑑
み
て
、
是

善
の
嫡
孫
で
あ
り
、
道
真
に
と
っ
て
も
嫡
長
子
で
あ
っ
た
ろ
う
。
同
御
伝
に
は
、

庶
子
淳
茂
継
業
、
位
至
正
五
位
下
。
右
中
弁
、
文
章
博
士
。
景
行
、
兼
茂
、
淑
茂
爵
為
五
品
、
官
二
千
石
。
皆
継
踵
早
世
矣
。

庶
子
淳
茂
業
を
継
ぎ
、
位
正
五
位
下
に
至
る
。
右
中
弁
、
文
章
博
士
。
景
行
、
兼
茂
、
淑
茂
爵
五
品
為
り
、
官
二
千
石
。
皆
踵

を
継
ぎ
て
早
世
す
。

と
高
視
以
外
の
子
息
に
つ
い
て
記
さ
れ
る
。
淳
茂
は
庶
子
と
明
記
さ
れ
て
い
る
が
、
景
行
以
下
は
不
明
で
あ
る
。
恐
ら
く
淳
茂
同
様
庶
子

で
あ
ろ
う
。
但
し
、
諸
系
図
か
ら
も
、
母
は
明
ら
か
で
は
な
い
。

　

道
真
の
嫡
妻
と
思
し
い
島
田
宣
来
子
は
、
昌
泰
二
年
三
月
に
五
十
賀
が
行
わ
れ
た
の
で
（
『
北
野
天
神
御
伝
』
）
、
嘉
祥
三
年
生
と
な
る
。

道
真
よ
り
五
歳
年
少
で
あ
る
。
嫡
子
高
視
は
、
恐
ら
く
宣
来
子
の
所
生
と
な
ろ
う
が
、
通
説
の
ご
と
く
貞
観
十
七
、八
年
生
と
な
る
と
、
宣

来
子
二
十
六
、七
歳
の
頃
の
子
と
な
る
。
道
真
の
詩
文
で
妻
が
見
え
る
の
は
、
「
苦
二

日
長
一

〈
十
六
韻
〉
」
（
『
菅
家
文
草
』
巻
四
・

292
）
に

「
少
日
為
秀
才
、
…
…
妻
子
廃
親
習
（
少
日
秀
才
為
り
し
と
き
、
…
…
妻
子
親
習
を
廃
す
）
」
と
、
「
秀
才
」
（
文
章
得
業
生
）
の
頃
に
「
妻

子
」
と
親
し
む
こ
と
を
断
っ
た
と
見
え
る
。
道
真
の
得
業
生
時
代
は
、
貞
観
九
年
（
『
公
卿
補
任
』
他
。
二
十
三
歳
）
か
ら
貞
観
十
二
年
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（
三
月
二
十
三
日
対
策
。
『
菅
家
文
草
』
巻
八
・

566
、

567
。
二
十
六
歳
）
ま
で
で
、
そ
の
間
と
な
る
。
こ
こ
に
い
う
「
妻
」
は
宣
来
子
と
考

え
て
よ
か
ろ
う
。
長
子
高
視
に
つ
い
て
は
、
先
に
検
討
し
た
ご
と
く
寛
平
五
年
の
補
文
章
得
業
生
に
基
づ
き
、
生
年
を
十
歳
早
め
、
『
北
野

天
神
御
伝
』
に
い
う
延
喜
十
三

903
年
三
十
九
歳
卒
を
四
十
九
歳
で
考
え
れ
ば
、
そ
の
誕
生
は
、
貞
観
七
年
と
な
る
。
道
真
は
二
十
一
歳
、

宣
来
子
は
十
六
歳
で
あ
る
。
宣
来
子
の
年
齢
が
若
く
も
思
え
る
が
、
例
え
ば
、
嵯
峨
皇
女
正
子
内
親
王
は
大
同
四
年
生
（
元
慶
三
年
三
月

二
十
三
日
に
七
十
歳
で
崩
。
『
日
本
三
代
実
録
』
）
で
、
天
長
二
年
に
長
子
恒
貞
親
王
を
出
産
し
て
い
る
（
恒
貞
は
元
慶
八
年
九
月
二
十
日

に
六
十
歳
で
薨
。
『
日
本
三
代
実
録
』
）
。
十
六
歳
で
あ
る
。
他
に
も
、
仁
和
元
年
生
の
藤
原
穏
子
は
（
承
平
四
年
三
月
二
十
六
日
五
十
賀
。

『
日
本
紀
略
』
他
）
、
長
子
保
明
を
延
喜
三
年
、
十
九
歳
で
出
産
し
て
い
る
（
保
明
は
延
長
元
年
三
月
二
十
一
日
に
二
十
一
歳
で
薨
。
『
扶
桑

略
記
』
）
。
宣
来
子
が
十
六
歳
で
出
産
し
た
と
し
て
も
決
し
て
若
す
ぎ
る
こ
と
は
な
い
。
な
お
道
真
の
得
業
生
時
代
に
は
高
視
は
三
歳
か
ら

六
歳
と
な
る
。

　

系
図
に
記
さ
れ
る
以
外
の
道
真
の
子
息
と
し
て
「
夢
二

阿
満
一

」
に
見
え
る
「
阿
満
」
及
び
そ
の
弟
が
い
る
。
同
詩
に
よ
れ
ば
、
阿
満
は

七
歳
で
没
し
て
い
る
。
本
作
は
、
『
菅
家
文
草
』
の
排
列
か
ら
推
し
て
元
慶
七
年
頃
の
作
で
あ
る
。
従
っ
て
、
阿
満
の
誕
生
は
元
慶
元
年
と

な
る
。
阿
満
が
宣
来
子
の
子
な
の
か
、
庶
子
な
の
か
分
明
で
は
な
い
が
、
宣
来
子
所
生
と
す
れ
ば
、
宣
来
子
二
十
八
歳
の
時
と
な
る
。
そ

し
て
す
ぐ
後
に
弟
を
出
産
し
た
こ
と
に
な
る
。

　

阿
視
が
高
視
で
な
い
と
す
れ
ば
、
誰
に
当
た
る
の
だ
ろ
う
か
。
阿
視
は
、

302
詩
の
題
辞
に
記
さ
れ
て
い
た
よ
う
に
、
讃
岐
に
い
る
道
真

に
、
島
田
忠
臣
の
詩
を
写
し
て
送
り
、
こ
の
詩
は
応
制
の
作
で
、
時
の
人
が
重
ん
じ
た
、
だ
か
ら
送
る
の
だ
、
と
手
紙
を
書
い
て
寄
こ
し

た
。
十
歳
未
満
で
、
こ
の
よ
う
な
行
動
を
起
こ
す
の
だ
か
ら
、
阿
視
は
、
若
い
な
が
ら
も
漢
詩
文
に
対
す
る
深
い
造
詣
が
あ
っ
た
と
い
え

る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

こ
の
詩
の
作
成
時
期
は
、
寛
平
元
年
で
あ
る
。
こ
の
時
を
十
歳
未
満
の
九
歳
と
仮
定
し
て
み
れ
ば
、
道
真
が
左
遷
さ
れ
た
昌
泰
四
年
は
、
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二
十
一
歳
と
な
り
、
既
に
元
服
し
て
い
た
年
齢
で
あ
る
。
先
に
言
及
し
た
よ
う
に
「
詠
二

楽
天
北
窓
三
友
詩
一

」
に
よ
れ
ば
、
「
尚
書
右
丞
」

高
視
、
「
吏
部
郎
中
」
景
行
、
「
侍
中
」
兼
茂
、
「
秀
才
」
淳
茂
の
四
名
が
元
服
し
て
官
職
に
就
い
て
お
り
、
阿
視
が
存
命
だ
と
す
れ
ば
、
こ

の
中
に
い
る
可
能
性
は
あ
ろ
う
。
阿
視
は
幼
い
頃
か
ら
漢
詩
文
に
親
し
ん
で
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
後
に
紀
伝
道
で
学
ん
だ
と
い
う

推
測
も
で
き
る
。

　

こ
の
四
人
の
中
で
紀
伝
道
に
学
ん
だ
こ
と
が
確
実
な
の
は
、
高
視
と
淳
茂
で
あ
る

）
16
（

。
そ
れ
以
外
で
は
、
景
行
の
式
部
丞
と
い
う
官
職
が

紀
伝
道
に
学
ん
だ
可
能
性
を
予
想
さ
せ
る
。
景
行
は
、
『
菅
家
御
伝
記
』
（
菅
原
陳
経
撰
。
嘉
承
元
年
十
二
月
十
八
日
成
立
）
に
よ
れ
ば
、

こ
の
時
、
従
五
位
下
式
部
大
丞
と
い
う
。
従
五
位
下
と
い
う
位
階
に
つ
い
て
い
え
ば
、
父
道
真
は
、
三
十
歳
の
時
に
叙
さ
れ
て
い
る
。
得

業
生
か
ら
対
策
及
第
し
た
道
真
で
す
ら
、
三
十
歳
で
従
五
位
下
と
い
う
こ
と
は
、
景
行
は
そ
れ
よ
り
も
遅
い
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
つ
ま
り
、

こ
の
頃
二
十
一
歳
程
と
い
う
阿
視
に
は
該
当
し
な
い
。

　

蔵
人
兼
茂
に
つ
い
て
は
紀
伝
道
で
学
ん
だ
形
跡
が
見
当
た
ら
な
い
。

　

で
は
、
淳
茂
は
ど
う
か
。

　

淳
茂
は
こ
の
時
文
章
得
業
生
で
あ
る
。
淳
茂
の
補
得
業
生
の
時
期
は
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
『
菅
家
文
草
』
（
巻
六
・

475
）
の
題
辞
に
「
冬

日
感
二

庭
前
紅
葉
一

示
二

秀
才
淳
茂
一

」
と
あ
り
、
こ
の
時
点
で
得
業
生
で
あ
っ
た
。
こ
の
詩
は
、
二
首
前
に
排
列
さ
れ
た
「
九
日
後
朝
同
賦
二

秋
思
一

応
制
」
（
同
前
巻
六
・

473
）
が
、
昌
泰
三
年
九
月
九
日
の
重
陽
宴
で
の
作
と
考
え
ら
れ
る
の
で
（
『
日
本
紀
略
』
同
日
条
）
、
同
年
冬

の
作
と
見
て
よ
か
ろ
う
。
す
な
わ
ち
淳
茂
は
、
昌
泰
三
年
の
時
点
で
得
業
生
で
あ
っ
た
。
こ
の
頃
の
得
業
生
と
し
て
は
、
紀
淑
望
が
い
る
。

淑
望
は
、
文
章
生
と
な
っ
た
の
が
寛
平
八
年
二
月
二
十
二
日
、
得
業
生
に
な
っ
た
時
日
は
不
明
だ
が
、
昌
泰
三
年
正
月
十
一
日
に
備
前
権

丞
に
任
じ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
文
章
得
業
生
外
国

）
17
（

で
あ
ろ
う
。
こ
の
時
に
は
得
業
生
だ
と
推
測
で
き
る
。
延
喜
元
年
八
月
十
六
日
対
策
及

第
で
あ
る
（
以
上
、
『
古
今
和
歌
集
目
録
』
）
。
淳
茂
と
は
同
時
期
と
な
る
。
も
う
一
人
平
篤
行
が
い
る
。
篤
行
は
、
寛
平
五
年
補
文
章
生
、
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得
業
生
に
補
さ
れ
た
年
月
は
不
明
だ
が
、
昌
泰
元
年
に
大
和
大
掾
に
任
じ
ら
れ
て
い
る
の
は
得
業
生
外
国
で
、
こ
れ
以
前
に
は
得
業
生
に

補
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
同
年
三
月
に
対
策
及
第
し
、
翌
年
に
式
部
少
丞
に
任
じ
ら
れ
て
い
る
（
以
上
、
『
古
今
和
歌
集
目
録
』
）
。

　

得
業
生
の
定
員
は
二
名
な
の
で
、
淳
茂
は
、
恐
ら
く
篤
行
の
後
に
得
業
生
に
補
さ
れ
、
そ
の
後
淑
望
が
加
わ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
淳

茂
の
補
得
業
生
は
昌
泰
元
年
か
二
年
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
は
昌
泰
二
年
補
得
業
生
と
し
て
論
を
進
め
る
。

　

得
業
生
に
な
る
年
齢
は
、
先
に
も
紹
介
し
た
よ
う
に
、
祖
父
是
善
が
二
十
二
歳
、
父
道
真
は
二
十
三
歳
、
大
江
音
人
が
二
十
七
歳
で
あ

る
。
得
業
生
及
第
を
道
真
と
同
じ
二
十
三
歳
と
考
え
れ
ば
、
貞
観
十
九
年
生
と
な
る
。
と
す
れ
ば
、
阿
視
が
登
場
す
る
寛
平
元
年
に
は

十
三
歳
と
な
る
。

　

先
に
検
証
し
た
よ
う
に
、
十
三
歳
と
い
う
年
齢
で
あ
れ
ば
、
小
男
と
い
う
表
現
と
は
矛
盾
し
な
い
。
し
か
し
、
阿
視
は
詩
中
で
「
児
」

と
言
い
替
え
ら
れ
て
い
た
。
十
三
歳
は
、
「
児
」
と
表
現
す
る
の
に
無
理
が
あ
る
。
四
歳
ほ
ど
若
く
見
積
も
る
と
、
淳
茂
の
補
得
業
生
が

十
九
歳
と
な
り
、
高
視
の
場
合
と
同
じ
く
得
業
生
に
な
る
に
は
早
す
ぎ
る
。

　

以
上
の
検
証
か
ら
、
阿
視
は
、
現
存
資
料
に
出
て
こ
な
い
道
真
の
子
息
で
あ
る
と
想
定
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
あ
る
い
は
、
元
服
以
前
に

阿
満
と
同
じ
よ
う
に
死
亡
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
　
　
　

五
、
淳
茂
の
左
遷
を
め
ぐ
っ
て

　

と
こ
ろ
で
、
淳
茂
は
、
道
真
の
左
遷
と
同
時
に
配
流
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
が
、
疑
問
が
あ
る
。
こ
の
点
を
検
討
し
た
い
。
前
掲

道
真
「
詠
二

楽
天
北
窓
三
友
詩
一

」
で
は
、
四
人
の
子
息
が
詠
ま
れ
て
い
た
。
煩
を
厭
わ
ず
あ
げ
れ
ば
、
「
尚
書
右
丞
」
高
視
、
「
吏
部
郎
中
」

景
行
、
「
侍
中
」
兼
茂
、
「
秀
才
」
淳
茂
で
あ
る
。
し
か
し
、
道
真
左
遷
の
除
目
に
於
い
て
、
彼
ら
の
こ
と
は
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

…
…
駿
河
権
介
菅
原
景
行
〈
式
部
丞
〉
、
飛
騨
権
掾
菅
原
景
茂
〈
右
衛
門
尉
〉
…
…
土
左
介
菅
原
高
視
〈
大
学
頭
〉
。
昌
泰
四
年
正
月
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廿
七
日
左
降
除
目
。

（
『
政
事
要
略
』
巻
二
十
二
・
年
中
行
事
八
月
・
北
野
天
神
会
）

　

大
学
頭
高
視
は
土
左
へ
、
式
部
丞
景
行
は
駿
河
へ
、
右
衛
門
尉
景
茂

）
18
（

は
飛
騨
へ
と
左
遷
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
の
記
事
と
「
詠
二

楽
天
北
窓
三
友
詩
一

」
に
は
齟
齬
が
あ
る
。
ま
ず
、
本
作
に
記
さ
れ
る
「
侍
中
」
（
蔵
人
）
が
お
ら
ず
、
そ
の
代
わ
り

の
よ
う
に
、
右
衛
門
尉
景
茂
の
飛
騨
左
遷
が
記
さ
れ
て
い
る
。
真
壁
俊
信
は
、
「
景
」
に
「
兼
」
の
異
文
注
記
が
あ
る
こ
と
に
基
づ
き
、
こ

の
両
名
を
同
一
人
物
と
考
え
て
い
る

）
19
（

。
「
侍
中
」
（
蔵
人
）
と
衛
門
尉
を
兼
任
す
る
例
は
あ
り

）
20
（

、
ま
た
高
視
に
つ
い
て
も
「
詠
二

楽
天
北
窓
三

友
詩
一

」
で
は
「
尚
書
右
丞
」
（
右
少
弁
）
で
あ
る
が
、
『
政
事
要
略
』
左
降
除
目
で
は
兼
官
の
「
大
学
頭
」
と
記
さ
れ
る
こ
と
を
考
慮
す
れ

ば
、
真
壁
の
見
解
に
従
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　

ま
た
、
文
章
得
業
生
淳
茂
が
記
さ
れ
て
い
な
い
。
淳
茂
も
こ
の
時
に
左
遷
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
の
だ
が
、
道
真
の
左
遷
に
連
座

し
た
子
息
の
こ
と
は
前
掲
し
た
「
詠
二

楽
天
北
窓
三
友
詩
一

」
、
『
政
事
要
略
』
以
外
で
は
、
例
え
ば
、
『
日
本
紀
略
』
延
喜
元
年
正
月
二
十
五

日
条
に
「
権
帥
子
息
等
各
以
左
降
（
権
帥
の
子
息
等
各
お
の
以
て
左
降
せ
ら
る
）
」
と
あ
り
、
ま
た
『
菅
家
御
伝
記
』
に
は
、
「
長
男
従
五

位
上
行
右
少
弁
高
視
、
次
従
五
位
下
行
式
部
大
丞
景
行
、
蔵
人
正
六
位
上
兼
茂
、
正
六
位
下
文
章
得
業
生
淳
茂
等
悉
左
遷
諸
国
（
長
男
従

五
位
上
行
右
少
弁
高
視
、
次
従
五
位
下
行
式
部
大
丞
景
行
、
蔵
人
正
六
位
上
兼
茂
、
正
六
位
下
文
章
得
業
生
淳
茂
等
悉
く
諸
国
に
左
遷
さ

る
）
」
と
あ
る
の
が
時
代
の
近
接
し
た
資
料
だ
が
、
こ
の
内
、
淳
茂
左
遷
を
明
記
す
る
の
は
、
『
菅
家
御
伝
記
』
だ
け
で
あ
る
。

　
「
詠
二

楽
天
北
窓
三
友
詩
一

」
で
淳
茂
左
遷
と
さ
れ
る
部
分
は
、

　
　

秀
才
翫
筆
尚
垂
帷　
　

秀
才
筆
を
翫
び
て　

尚
帷
を
垂
る

で
あ
る
。
「
垂
帷
」
は
、
漢
の
董
仲
舒
が
帷
を
垂
れ
て
読
書
し
た
故
事
で
、
古
注
『
蒙
求
』
「
董
生
下
帷
」
に
「
漢
書
、
董
仲
舒
少
耽
学
。

俗
謂
董
生
下
帷
読
書
（
漢
書
、
董
仲
舒
少
く
し
て
学
に
耽
る
。
俗
に
董
生
帷
を
下
ろ
し
て
書
を
読
む
と
謂
ふ
）
」
に
基
づ
く
。
な
お
『
史
記
』
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儒
林
列
伝
、
『
漢
書
』
董
仲
舒
伝
や
徐
注
本
『
蒙
求
』
で
は
、
「
孝
景
帝
時
、
為
博
士
。
下
帷
講
誦
弟
子
（
孝
景
帝
の
時
、
博
士
為
り
。
帷

を
下
ろ
し
て
弟
子
に
講
誦
す
）
」
と
弟
子
に
講
授
し
て
い
た
こ
と
と
し
て
記
さ
れ
る
が
、
道
真
は
古
注
『
蒙
求
』
の
方
で
使
用
し
て
い
る
。

道
真
は
他
に
も
こ
の
故
事
を
、
「
臣
十
五
歳
加
冠
而
後
二
十
六
、
対
策
以
前
、
垂
帷
閉
戸
、
渉
獵
経
典
（
臣
十
五
歳
に
加
冠
し
て
後

二
十
六
、
対
策
以
前
、
帷
を
垂
れ
戸
を
閉
ぢ
、
経
典
を
渉
獵
す
）
」
（

674
「
献
二

家
集
一

状
」
）
と
、
対
策
に
向
け
て
勉
学
す
る
こ
と
を
「
垂
帷

閉
戸
」
と
表
現
し
、
得
業
生
時
代
の
勉
学
を
表
し
て
い
る
。
こ
れ
を
踏
ま
え
れ
ば
、
得
業
生
淳
茂
は
、
な
お
帷
を
下
ろ
し
て
勉
学
に
励
ん

で
い
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
こ
で
表
現
さ
れ
る
淳
茂
は
、
都
に
残
っ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

柳
澤
良
一
は
こ
の
部
分
を
「
ま
だ
対
策
登
科
し
な
い
で
、
受
験
勉
強
中
で
あ
る
」
と
訳
し
て
い
る

）
21
（

。
訳
と
し
て
は
そ
の
通
り
で
あ
る
が
、

柳
澤
は
、
「
父
子
一
時
五
処
離
」
の
語
釈
で
、
淳
茂
も
「
配
せ
ら
れ
た
」
と
い
う
の
だ
か
ら
、
「
勉
強
中
の
身
で
あ
る
」
（
け
れ
ど
も
配
流
さ

れ
た
）
と
解
釈
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
例
え
ば
対
句
の
、

　
　

侍
中
含
香
忽
下
殿　

侍
中
香
を
含
み
て　

忽
ち
に
殿
を
下
る

は
、
「
侍
中
」
（
蔵
人
）
と
し
て
、
鶏
舌
香
を
含
ん
で
、
天
子
の
お
側
に
仕
え
て
い
た
の
に
、
た
ち
ま
ち
に
殿
上
を
下
り
る
こ
と
に
な
っ
た

と
い
う
こ
と
で
、
七
言
の
上
四
文
字
で
左
遷
前
の
官
職
を
、
下
三
文
字
で
現
状
を
詠
ん
で
い
る

）
22
（

。
同
様
に
解
す
れ
ば
、
「
尚
垂
帷
」
も
今
の

淳
茂
の
こ
と
を
表
現
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
詩
中
の
「
尚
」
と
い
う
表
現
も
そ
れ
を
示
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
「
尚
」
は
、
「
ま

だ
」
の
意
で
「
動
作
が
引
き
続
い
て
変
化
し
な
い
意
」
（
『
漢
辞
海
』
）
で
あ
る
。
道
真
の
例
を
見
て
も
、

　
　

露
洗
香
難
尽　

露
洗
ひ
て　

香
尽
き
難
く

　
　

霜
濃
艶
尚
幽　

霜
濃

こ
ま
や

か
に
し
て　

艶
尚
幽
な
り

（
「
残
菊
詩
」
『
菅
家
文
草
』
巻
一
・
3
）

　
　

偏
因
暦
注
覚
春
来　

偏
へ
に
暦
注
に
因
り
て　

春
の
来
る
を
覚
る
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物
色
人
心
尚
冷
灰　

物
色
人
心　

尚
冷
灰

（
「
立
春
」
同
前
巻
四
・

278
）

な
ど
、
前
者
で
は
、
残
菊
の
「
艶
」
が
今
で
も
な
お
「
幽
」
で
あ
る
と
い
い
、
後
者
で
は
、
立
春
に
な
っ
た
の
に
、
「
物
色
」
も
「
人
心
」

も
今
な
お
冷
た
い
灰
の
よ
う
だ
と
い
う
。
こ
こ
も
、
淳
茂
は
、
今
で
も
ま
だ
、
依
然
と
し
て
勉
学
に
励
ん
で
い
る
と
解
釈
す
べ
き
で
あ
ろ

う
。
「
詠
二

楽
天
北
窓
三
友
詩
一

」
で
、
「
父
子
一
時
五
処
離
」
と
あ
る
の
も
、
道
真
及
び
他
の
三
人
の
子
息
は
都
か
ら
離
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
の

配
所
に
就
く
が
、
淳
茂
の
み
は
「
尚
」
（
依
然
と
し
て
）
「
帷
を
垂
る
」
（
勉
学
に
励
む
）
の
で
都
に
残
る
こ
と
に
な
り
、
結
果
的
に
父
子
は

五
箇
所
に
分
か
れ
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
か
ろ
う
か
。
『
菅
家
御
伝
記
』
は
、
左
遷
さ
れ
た
子
息
を
前
述
の
よ
う
に
記
す
が
、
「
詠
二

楽
天
北

窓
三
友
詩
一

」
の
「
尚
書
右
丞
」
「
吏
部
郎
中
」
「
侍
中
」
「
秀
才
」
と
同
じ
官
職
を
記
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
当
該
詩
と
同
じ
く
『
政
事
要

略
』
左
降
除
目
と
は
齟
齬
が
あ
る
こ
と
に
な
る
。
『
御
伝
記
』
は
、
恐
ら
く
『
後
集
』
に
基
づ
い
て
記
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う

）
23
（

。
淳
茂
も
左

遷
さ
れ
た
と
記
す
の
は
、
「
詠
二

楽
天
北
窓
三
友
詩
一

」
の
表
現
を
誤
読
し
た
か
と
思
わ
れ
る
。

　

こ
れ
ら
の
資
料
は
、
淳
茂
が
左
遷
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
淳
茂
の
左
遷
を
語
る
、
信
頼
性

の
高
い
と
思
し
い
資
料
も
存
す
る
。
『
江
談
抄
』
（
巻
四
・
26
）
に
次
の
よ
う
な
言
談
が
あ
る
。

　
　

悲
尽
河
陽
離
父
昔　

悲
し
み
は
尽
く　

河
陽
父
に
離
れ
し
昔

　
　

楽
餘
仁
寿
侍
臣
今　

楽
し
み
は
餘
る　

仁
寿
侍
臣
の
今

淳
茂
昔
与
先
君
謫
行
之
日
、
為
公
使
被
駆
。
路
宿
于
河
陽
駅
、
一
宿
之
後
分
去
。
暁
遙
拝
談
遂
不
逢
。
今
侍
仁
寿
殿
、
下
至
恩
勅

命
預
栄
級
。
悲
至
□
飛
、
当
時
涕
涙
一
似
故
云
々
。

淳
茂
昔
先
君
と
謫
行
せ
ら
れ
し
日
、
公
使
の
為
に
駆お

は
る
。
路
に
河
陽
駅
に
宿
り
、
一
宿
の
後
分
去
す
。
暁
に
遙
か
に
拝
し
談

り
て
遂
に
逢
は
ず
。
今
仁
寿
殿
に
侍
り
、
至
恩
の
勅
命
下
り
て
栄
級
に
預
る
。
悲
し
み
は
□
飛
に
至
り
、
時
に
当
た
り
涕
涙
一
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に
故
に
似
た
り
と
云
々
。

　

淳
茂
が
、
父
道
真
と
左
遷
さ
れ
た
と
き
、
河
陽
駅
に
一
宿
し
、
翌
朝
別
れ
て
つ
い
に
会
う
こ
と
が
な
か
っ
た
、
と
い
う
話
を
載
せ
て
い

る
。
淳
茂
の
詩
の
上
句
は
、
そ
の
こ
と
を
詠
ん
で
い
る
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
。
詩
の
上
句
は
、
父
と
河
陽
で
別
れ
た
悲
し
み
を
詠
む
。

　

こ
れ
に
基
づ
け
ば
、
淳
茂
は
確
か
に
道
真
と
同
時
に
左
遷
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
詩
の
内
容
は
、
あ
く
ま
で
父
道
真
と
河
陽

で
別
れ
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
自
分
も
ど
こ
か
へ
左
遷
さ
れ
た
と
詠
む
の
で
は
な
い
。
父
を
見
送
っ
て
、
自
ら
は
都
へ
帰
っ
た
と
い

う
想
定
も
で
き
よ
う
。
少
な
く
と
も
詩
自
体
に
は
、
淳
茂
本
人
の
左
遷
を
思
わ
せ
る
表
現
は
な
い
。
言
談
の
内
容
が
何
に
依
拠
し
た
か
が

問
題
に
な
ろ
う
。

　
『
江
談
抄
』
の
言
談
が
事
実
で
あ
っ
た
場
合
、
道
真
は
「
詠
二

楽
天
北
窓
三
友
詩
一

」
で
ど
う
し
て
あ
の
よ
う
に
詠
ん
だ
の
か
、
ま
た
『
政

事
要
略
』
左
降
除
目
に
は
ど
う
し
て
淳
茂
の
名
が
な
い
の
か
、
が
問
題
と
し
て
浮
上
し
よ
う
。
し
か
し
、
今
そ
の
矛
盾
を
解
き
ほ
ぐ
す
術

を
持
た
な
い
。
ひ
と
ま
ず
は
、
二
資
料
が
示
す
、
淳
茂
は
道
真
と
と
も
に
左
遷
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
方
向
で
考
え
た
い
。

　

但
し
、
こ
の
こ
と
は
淳
茂
が
道
真
等
よ
り
も
後
に
左
遷
さ
れ
た
可
能
性
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
し
、
罪
を
問
わ
れ
な
か
っ
た
こ
と

を
意
味
す
る
の
で
も
な
い
。
道
真
の
左
遷
以
後
、
淳
茂
が
登
場
す
る
資
料
と
し
て
、
延
喜
八
年
正
月
内
宴
が
あ
る
。
『
北
山
抄
』
（
巻
三
・

拾
遺
雑
抄
上
・
内
宴
）
に
は
次
の
よ
う
な
記
事
が
あ
る
。

　
　

同
（
延
喜
）
八
年
。
召
散
位
菅
原
淳
茂
。
左
大
臣
所
奏
。
野
篁
黄
衣
葛
履
得
預
宴
席
例
云
々
。

同
（
延
喜
）
八
年
。
散
位
菅
原
淳
茂
を
召
す
。
左
大
臣
の
奏
す
る
所
な
り
。
野
篁
黄
衣
葛
履
に
し
て
宴
席
に
預
る
を
得
た
り
し

例
な
り
と
云
々
。

　

小
野
篁
が
、
遣
唐
の
役
を
風
刺
し
た
た
め
に
隠
岐
へ
配
流
さ
れ
た
こ
と
は
著
名
で
あ
ろ
う
。
そ
の
篁
は
、
承
和
七
年
六
月
十
七
日
に
入

京
す
る
の
だ
が
、
『
続
日
本
後
紀
』
同
日
条
は
「
流
人
小
野
篁
入
京
。
披
黄
衣
以
拝
謝
（
流
人
小
野
篁
入
京
す
。
黄
衣
を
披き

て
以
て
拝
謝
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す
）
」
と
あ
る
。
篁
は
「
黄
衣
」
を
着
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
「
黄
衣
」
は
、
衣
服
令
6
制
服
に
「
無
位
…
…
黄
袍
」
と
あ
る
よ
う
に
、
無

位
の
服
で
あ
る
。
翌
年
閏
九
月
十
九
日
に
篁
は
正
五
位
下
の
本
位
に
服
す
の
だ
が
、
そ
れ
ま
で
無
位
で
過
ご
し
た
。
篁
が
「
黄
衣
葛
履
」

で
内
宴
に
参
加
し
た
と
い
う
の
は
、
無
位
の
期
間
で
あ
ろ
う
。
淳
茂
は
、
延
喜
八
年
に
は
散
位
で
あ
っ
て
無
位
で
は
な
い
が
、
篁
の
例
に

よ
っ
て
参
加
す
る
こ
と
を
得
た
と
い
う
の
は
、
篁
が
左
遷
さ
れ
、
ま
だ
本
位
に
服
し
て
い
な
い
け
れ
ど
も
内
宴
に
参
加
で
き
た
例
に
基
づ

く
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
と
す
れ
ば
、
淳
茂
も
一
旦
左
遷
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
但
し
そ
れ
は
、
「
詠
二

楽
天
北
窓
三
友
詩
一

」
や
『
政

事
要
略
』
左
降
記
事
に
従
え
ば
、
道
真
等
と
は
同
時
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
た
だ
、
篁
の
例
と
い
う
の
も
、
罪
が
許
さ

れ
て
い
な
い
の
に
内
宴
に
参
加
で
き
た
と
い
う
意
味
で
あ
る
の
な
ら
、
淳
茂
も
ま
だ
罪
が
許
さ
れ
て
い
な
い
が
内
宴
に
預
か
っ
た
と
い
う

こ
と
に
な
る
。
こ
れ
を
き
っ
か
け
に
罪
が
許
さ
れ
、
同
年
八
月
十
四
日
の
対
策
（
『
本
朝
文
粋
』
巻
三
・
76
）
に
繋
が
っ
た
と
い
え
よ
う
か
。

　

左
遷
さ
れ
た
か
否
か
は
明
確
に
で
き
な
い
が
、
罪
を
問
わ
れ
、
恐
ら
く
は
文
章
得
業
生
と
い
う
地
位
を
剥
奪
さ
れ
、
散
位
で
過
ご
し
た

の
で
あ
ろ
う
。
淳
茂
の
対
策
は
、
昌
泰
の
変
か
ら
七
年
後
で
あ
る
。
延
喜
式
部
式
上
に
は
、
「
凡
得
業
生
、
補
了
更
学
七
年
已
上
、
可
課
試

之
状
、
依
本
司
解
申
官
（
凡
そ
得
業
生
は
、
補
し
了
り
て
更
に
学
ぶ
こ
と
七
年
已
上
な
ら
ば
、
課
試
す
べ
き
の
状
、
本
司
の
解
に
依
り
て

官
に
申
せ
）
」
と
あ
り
、
補
得
業
生
か
ら
七
年
以
上
後
に
対
策
受
験
す
る
よ
う
に
定
め
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
延
喜
十
三
年
五
月
四
日
の

宣
旨
（
『
日
本
紀
略
』
）
に
基
づ
い
て
お
り
、
そ
れ
以
前
で
あ
れ
ば
、
七
年
以
内
で
の
対
策
は
可
能
で
あ
っ
た
。
道
真
自
身
、
貞
観
九
年
補

得
業
生
、
同
十
二
年
対
策
で
あ
る
。
先
述
し
た
よ
う
に
、
淳
茂
は
昌
泰
二
年
頃
か
ら
得
業
生
だ
っ
た
の
で
あ
り
、
十
年
近
く
期
間
が
空
い

て
い
る
。
や
は
り
罪
を
問
わ
れ
た
結
果
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

　

淳
茂
の
左
遷
に
つ
い
て
は
、
今
後
も
な
お
検
討
す
べ
き
課
題
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
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六
、
「
講
書
之
後
、
戲
寄
諸
進
士
」
の
解
釈
を
め
ぐ
っ
て

　

道
真
が
子
息
を
詠
ん
だ
詩
に
次
の
よ
う
な
作
が
あ
る
（
行
論
の
都
合
上
、
第
五
句
、
第
八
句
の
訓
読
を
省
略
す
る
）
。

　
　
　

講
書
之
後
、
戯
寄
二

諸
進
士
一

　
　

我
是
煢
煢
鄭
益
恩　

我
は
是
れ　

煢
煢
た
る
鄭
益
恩

　
　

曾
経
折
桂
不
窺
園　

曾か

つ

て経　

桂
を
折
る
に
園
を
窺
は
ず

　
　

文
章
暗
被
家
風
誘　

文
章
は　

暗ほ
の

か
に
家
風
に
誘
は
れ

　
　

吏
部
偸
因
祖
業
存　

吏
部
は　

偸ひ
そ

か
に
祖
業
に
因
り
て
存
す

　
　
　
〈
文
章
博
士
非
材
不
居
。
吏
部
侍
郎
有
能
惟
任
。
自
余
祖
父
降
及
余
身
。
三
代
相
承
、
両
官
無
失
。
故
有
謝
詞
〉

〈
文
章
博
士
は
材
に
非
ず
は
居
ら
ず
。
吏
部
侍
郎
は
能
有
る
を
惟
れ
任
ず
。
余
が
祖
父
自
り
降
り
て
余
が
身
に
及
ぶ
。
三
代

相
承
、
両
官
失
ふ
こ
と
無
し
。
故
に
謝
詞
有
り
〉

　
　

勧
道
諸
生
空
赧
面

　
　

従
公
万
死
欲
銷
魂　

公
に
従
ひ
て
万
死　

魂
銷
え
む
と
す

　
　

小
児
年
四
初
知
読　

小
児
年
四　

初
め
て
読
む
を
知
る

　
　

恐
有
疇
官
累
末
孫

（
『
菅
家
文
草
』
巻
二
・
82
）

　

尾
聯
に
「
年
四
」
の
「
小
児
」
の
存
在
が
記
さ
れ
て
い
る
。
川
口
が
「
道
真
の
子
、
高
視
」
と
注
し
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
「
小
児
」

は
高
視
だ
と
理
解
さ
れ
て
い
る

）
24
（

。
そ
し
て
、
『
尊
卑
分
脈
』
の
延
喜
十
三
年
三
十
八
歳
卒
説
に
基
づ
い
て
、
元
慶
三
年
作
と
推
定
さ
れ
て
い
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る
。

　

し
か
し
、
如
上
に
論
じ
た
よ
う
に
、
高
視
の
生
年
は
十
年
程
度
遡
る
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
作
を
高
視
と
関
連
づ
け
る
こ
と

は
で
き
な
い
。
で
は
こ
の
小
児
は
誰
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
厳
密
に
は
不
詳
で
あ
る
。
先
の
検
討
で
は
、
淳
茂
の
生
年
は
貞
観
十
九

年
と
な
り
、
元
慶
三
年
に
は
三
歳
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
れ
も
推
測
で
あ
り
、
一
年
早
く
生
ま
れ
た
と
す
れ
ば
、
淳
茂
に
該
当
す
る
こ
と

に
な
る
。
淳
茂
の
可
能
性
も
考
慮
に
入
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　

と
こ
ろ
で
、
こ
の
詩
の
結
句
の
解
釈
に
つ
い
て
疑
問
が
あ
る
。
本
作
は
、
「
父
祖
伝
来
の
官
職
が
 高
視
を
は
じ
め
と
す
る
子
孫
末
代
に
ま

で
受
け
継
が
れ
る
こ
と
を
念
じ
て
や
ま
な
い

）
25
（

」
心
情
を
詠
ん
だ
も
の
と
し
て
、
注
目
さ
れ
る
作
品
で
あ
る
。
子
々
孫
々
ま
で
も
儒
官
が
継

承
さ
れ
る
こ
と
を
、
「
四
歳
」
の
「
小
児
」
を
詠
み
込
み
な
が
ら
表
現
し
た
作
品
で
あ
り
、
道
真
の
子
息
に
対
す
る
心
情
を
表
現
し
て
い
る

こ
と
も
あ
る
の
で
、
こ
こ
で
検
討
を
加
え
る
。

　

本
詩
の
頷
聯
及
び
自
注
に
文
章
博
士
と
式
部
少
輔
に
任
じ
ら
れ
た
こ
と
が
見
え
る
が
、
任
少
輔
が
貞
観
十
九
年
（
元
慶
元
）
正
月
十
五

日
、
文
章
博
士
兼
任
が
元
慶
元
年
十
月
十
八
日
で
あ
る
（
『
公
卿
補
任
』
他
）
。
本
詩
に
は
、
「
鄭
益
恩
」
の
名
が
出
て
お
り
、
既
に
指
摘
も

あ
る
よ
う
に
『
後
漢
書
』
鄭
玄
伝
の
講
書
を
行
っ
た
後
に
詠
ま
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う

）
26
（

。
道
真
の
後
漢
書
講
書
は
、
紀
長
谷
雄
「
後
漢
書
竟

宴
各
詠
レ

史
得
二

龐
公
一

」
詩
序
（
『
本
朝
文
粋
』
巻
九
・

262
）
に
よ
れ
ば
、
元
慶
三
年
冬
か
ら
、
巨
勢
文
雄
の
跡
を
継
い
で
行
わ
れ
て
い
る
。

従
っ
て
、
本
詩
は
元
慶
三
年
冬
以
後
の
作
と
な
る
。
な
お
、
こ
の
詩
の
次
に
「
早
春
侍
二

内
宴
一

賦
レ

聴
二

早
鶯
一

応
製
」
（
『
菅
家
文
草
』
巻

二
・
83
）
が
あ
り
、
そ
の
後
は
、
「
元
慶
三
年
孟
冬
八
日
、
大
極
殿
成
畢
、
王
公
会
賀
之
詩
」
（
同
前
巻
二
・
84
）
が
排
列
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
並
び
か
ら
は
、
本
作
は
元
慶
二
年
に
当
た
る
こ
と
に
な
る
が
、
長
谷
雄
詩
序
の
内
容
を
考
え
る
限
り
そ
れ
は
当
た
ら
な
い
。
排
列
に

乱
れ
が
あ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
な
お
、
前
に
排
列
さ
れ
る
「
仲
春
釈
奠
聴
レ

講
二

孝
経
一

」
（
同
前
巻
二
・
81
）
は
、
彌
永
貞
三
の
考
証

）
27
（

に
よ

れ
ば
、
元
慶
三
年
二
月
七
日
の
作
で
あ
る
。
従
っ
て
こ
の
前
後
の
排
列
は
以
下
の
よ
う
に
な
る
。
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81
元
慶
三
年
二
月
七
日

　
　

82
元
慶
三
年
冬
以
降

　
　

83
某
年
正
月

　
　

84
元
慶
三
年
十
月
八
日

　

元
慶
元
年
以
後
の
内
宴
は
、
貞
観
十
九
年
（
元
慶
元
年
）
正
月
二
十
日
開
催
、
元
慶
二
年
正
月
二
十
日
開
催
、
元
慶
三
年
正
月
二
十
日

停
止
、
元
慶
四
年
正
月
二
十
一
日
開
催
と
な
る
（
『
三
代
実
録
』
参
照
）
。
『
菅
家
文
草
』
（
巻
二
・
79
）
に
「
早
春
侍
二

宴
仁
寿
殿
一

同
賦
二

春

暖
一

応
製
」
が
あ
り
、
同
題
の
作
に
都
良
香
の
作
が
残
る
（
『
和
漢
朗
詠
集
』
巻
上
・
13
）
。
良
香
は
元
慶
三
年
卒
な
の
で
、
元
慶
二
年
内
宴

の
作
か
。
と
す
れ
ば
、
83
は
元
慶
四
年
の
作
と
な
ろ
う
。
『
菅
家
文
草
』
編
纂
の
際
、
元
慶
三
年
停
止
が
考
慮
さ
れ
ず
、
こ
の
辺
り
の
排
列

の
乱
れ
と
な
っ
た
か
。

　

道
真
の
後
漢
書
講
書
は
、
巨
勢
文
雄
が
文
章
博
士
か
ら
左
少
弁
に
転
じ
た
た
め
に
中
止
さ
れ
た
の
を
引
き
継
い
だ
も
の
で
あ
る
。
道
真

が
文
章
博
士
に
任
じ
ら
れ
た
元
慶
三
年
十
月
十
八
日
以
降
に
始
め
ら
れ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
な
お
、
『
北
野
天
神
御
伝
』
は
「
十
一
月
代
巨

勢
文
雄
講
後
漢
書
（
十
一
月
巨
勢
文
雄
に
代
は
り
て
後
漢
書
を
講
ず
）
」
と
す
る
。
い
ず
れ
に
し
ろ
、
84
と
も
排
列
に
齟
齬
が
あ
る
。

　

長
谷
雄
詩
序
に
よ
れ
ば
元
慶
五
年
夏
に
終
わ
っ
て
い
る
。
即
ち
82
詩
は
元
慶
三
年
冬
か
ら
元
慶
五
年
夏
ま
で
の
間
に
詠
ま
れ
た
こ
と
に

な
る
。

　

こ
れ
ま
で
は
「
小
児
」
が
高
視
を
指
す
と
し
て
考
え
ら
れ
て
き
た
が
、
『
北
野
天
神
御
伝
』
の
延
喜
十
三
年
三
十
九
歳
卒
説
で
は
、
元
慶

二
年
に
四
歳
と
な
り
、
道
真
は
講
書
担
当
に
な
っ
て
い
な
い
。
こ
れ
が
高
視
だ
と
証
明
さ
れ
れ
ば
、
高
視
の
生
年
、
本
作
の
制
作
年
代
も

確
定
す
る
こ
と
に
な
る
の
だ
が
、
既
に
述
べ
た
よ
う
に
難
し
い
。
本
作
の
成
立
時
期
に
よ
っ
て
は
、
「
小
児
」
が
淳
茂
に
当
た
る
可
能
性
は

高
ま
る
よ
う
に
思
う
。
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こ
の
詩
の
解
釈
で
問
題
と
な
る
の
は
、
尾
聯
、
特
に
結
句
で
あ
る
。

　

川
口
久
雄
は
、
尾
聯
を
次
の
よ
う
に
解
す
。

小
児
高
視
は
四
歳
と
な
り
、
こ
と
し
は
じ
め
て
読
書
の
す
べ
を
知
っ
た
。
成
長
の
う
え
は
、
菅
家
伝
来
の
官
職
を
う
け
つ
い
で
、
末

の
世
の
子
孫
に
伝
え
て
く
れ
る
で
あ
ろ
う
か
し
ら

　

こ
の
解
釈
、
特
に
結
句
に
つ
い
て
は
既
に
山
本
登
朗

）
28
（

に
批
判
が
あ
る
。

「
恐
有
〜
」
と
い
う
表
現
の
例
は
中
国
の
詩
に
も
散
見
す
る
が
、
…
…
当
然
の
こ
と
な
が
ら
ど
の
場
合
も
、
起
こ
っ
て
は
困
る
事
態
に

関
し
て
用
い
ら
れ
て
お
り
、
例
外
は
見
当
た
ら
な
い
。
そ
の
語
法
を
そ
の
ま
ま
に
読
め
ば
、
道
真
が
「
恐
」
て
い
る
の
は
、
「
疇
官
」

す
な
わ
ち
世
襲
の
官
職
が
子
孫
に
伝
わ
ら
な
い

0

0

0

0

0

こ
と
で
は
な
く
、
む
し
ろ
逆
に
、
世
襲
の
官
職
が
子
孫
に
伝
わ
る

0

0

0

こ
と
で
あ
っ
た
は

ず
で
あ
る
。

　

山
本
の
批
判
は
、
「
恐
」
の
語
義
か
ら
考
え
て
も
首
肯
す
べ
き
で
あ
り
、
道
真
は
、
子
孫
が
「
疇
官
」
に
就
く
こ
と
を
「
恐
」
れ
て
い
る

と
解
釈
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
山
本
は
、
こ
の
詩
の
後
半
を
、
講
書
で
講
じ
ら
れ
た
鄭
玄
の
伝
記
と
関
わ
ら
せ
て
読
解
し
、
鄭
玄
が
子
息
鄭

益
恩
に
望
ん
だ
こ
と
が
、
「
「
君
子
之
道
」
と
「
顕
誉
」
と
「
徳
行
」
と
「
声
称
」
と
、
そ
し
て
清
貧
の
暮
ら
し
で
あ
っ
て
、
「
家
風
」
を

守
っ
て
「
祖
業
」
を
継
ぐ
こ
と
な
ど
で
は
け
っ
し
て
な
か
っ
た
の
で
あ
る
」
と
述
べ
、
道
真
自
身
が
「
父
祖
に
導
か
れ
、
そ
の
業
績
に
助

け
ら
れ
て
よ
う
や
く
「
祖
業
」
を
継
い
だ
」
わ
け
で
、
そ
の
よ
う
な
情
況
は
決
し
て
自
慢
で
き
る
も
の
で
は
な
い
、
だ
か
ら
こ
そ
、
「
道
真

は
鄭
玄
が
鄭
益
恩
に
望
ん
だ
の
と
同
じ
も
の
を
、
み
ず
か
ら
の
子
孫
に
も
願
っ
て
い
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
」
。
つ
ま
り
、
「
祖
業
」
を
受

け
継
ぐ
こ
と
を
恐
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
考
え
て
い
た
の
で
は
な
い
か
、
と
論
じ
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
理
解
に
対
し
て
、
私
見
を
述
べ
る
。
ま
ず
詩
の
前
半
に
つ
い
て
振
り
返
っ
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
の
点
に
つ
い
て
は
山

本
に
以
下
の
よ
う
な
概
説
が
あ
り
、
私
も
異
論
が
な
い
。
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「

」
は
、
誰
に
も
頼
れ
ず
孤
独
な
さ
ま
。
「
鄭
益
恩
」
は
、
学
者
と
し
て
著
名
な
後
漢
の
鄭
玄
の
た
だ
一
人
の
子
。
第
一
句
は
、

自
分
も
ま
た
、
学
者
の
家
の
一
人
っ
子
で
 、
か
の
鄭
益
恩
と
同
じ
身
の
上
で
あ
る
と
言
う
。
「
不
窺
園
」
は
、
勉
学
に
没
頭
し
て
庭
に

も
出
な
い
で
す
ご
す
こ
と
。
第
二
句
は
、
試
験
合
格
を
め
ざ
し
て
勉
学
に
は
げ
ん
だ
、
か
つ
て
の
日
々
の
研
鑽
ぶ
り
を
言
う
と
考
え

て
お
く
。
次
の
第
三
・
第
四
の
二
句
は
対
句
。
文
章
博
士
に
な
り
得
た
の
は
「
暗
か
に
」
、
つ
ま
り
気
づ
か
な
い
う
ち
に
「
家
風
」
に

誘
わ
れ
た
か
ら
で
あ
り
、「
吏
部
」
す
な
わ
ち
式
部
少
輔
に
任
ぜ
ら
れ
た
の
は
、父
祖
が
同
じ
職
に
あ
っ
て
業
績
を
あ
げ
た
恩
恵
を
「
偸

か
に
」
、
す
な
わ
ち
目
に
見
え
な
い
形
で
こ
う
む
っ
た
お
か
げ
だ
と
、
こ
こ
で
道
真
は
述
べ
て
い
る

）
29
（

。

　

山
本
の
概
説
で
特
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
文
章
博
士
、
式
部
少
輔
就
任
に
つ
い
て
、
あ
く
ま
で
「
家
風
」
「
祖
業
」
に

よ
っ
て
、
「
暗
か
に
」
「
偸
か
に
」
蒙
っ
た
御
陰
で
あ
る
と
い
う
詠
み
方
で
あ
る
。
道
真
は
、
自
分
は
「
園
を
窺
」
わ
ず
読
書
・
勉
学
に
励

ん
だ
が
、
こ
れ
ら
の
官
に
就
任
し
た
の
は
、
父
祖
の
御
陰
だ
と
謙
遜
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
を
強
く
主
張
す
る
の
が
こ
の
頷
聯
で
あ

る
。

　

問
題
は
頸
聯
以
降
で
あ
る
。
第
五
句
目
「
勧
道
諸
生
空
赧
面
」
を
、
川
口
は
以
下
の
よ
う
に
訓
読
し
、
解
釈
す
る
。

　
　

勧
め
道い

ふ　

諸
生
空
し
く
面
を
赧
め
む
こ
と
よ
り

　
　

勧
め
言
う
が
、
諸
生
よ
、
い
た
ず
ら
に
顔
を
赤
く
し
て
恥
ず
か
し
が
る
に
及
ば
な
い
。

　

一
方
、
山
本
は
、

　
　

道
を
勧
め
て
は
、
諸
生
空
し
く
面
を
赧
ら
め
、

と
訓
む
。
二
者
の
違
い
は
「
道
」
を
、
「
言
う
」
の
意
味
の
動
詞
で
取
る
か
、
「
み
ち
」
の
意
の
名
詞
で
解
す
か
で
あ
る
。
私
見
は
山
本
説

に
従
う
。
対
語
の
「
従
公
」
と
の
関
係
で
考
え
れ
ば
、
「
道
」
は
「
公
」
と
同
様
名
詞
と
解
す
べ
き
だ
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。

　

問
題
は
「
道
」
の
指
す
内
容
で
あ
る
。
山
本
は
、
鄭
玄
伝
が
講
義
さ
れ
た
こ
と
を
踏
ま
え
、
鄭
玄
が
益
恩
に
語
っ
た
訓
戒
、
「
其
勗
求
君
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子
之
道
、
研
鑽
勿
替
（
其
れ
勗つ

と

め
て
君
子
の
道
を
求
め
よ
、
研
鑽
し
て
替た

が

ふ
こ
と
勿
か
れ
）
」
（
『
後
漢
書
』
鄭
玄
伝
）
を
想
定
す
る
。
そ
し

て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

「
勧
道
」
の
二
文
字
で
、
読
者
の
「
諸
進
士
」
た
ち
は
、
い
ま
読
ん
だ
ば
か
り
の
鄭
玄
の
訓
戒
の
、「
其
れ
勗
め
て
君
子
の
道
を
求
め
よ
」

と
い
う
印
象
的
な
一
節
を
す
ぐ
に
思
い
起
こ
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
道
真
が
自
分
と
鄭
益
恩
を
重
ね
た
よ
う
に
、
年
若
い
「
諸

進
士
」
た
ち
も
ま
た
、鄭
益
恩
と
自
分
を
一
体
化
さ
せ
な
が
ら
、感
情
移
入
を
込
め
て
鄭
玄
の
訓
戒
を
読
ん
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
鄭
玄
の
、

あ
ま
り
に
も
正
当
な
我
が
子
へ
の
戒
め
を
、
自
分
た
ち
に
向
け
ら
れ
た
も
の
の
よ
う
に
意
識
し
な
が
ら
、
な
す
と
こ
ろ
も
な
く
顔
を

赤
ら
め
る
進
士
た
ち
、
そ
の
姿
を
、
作
者
道
真
は
描
写
す
る
。
「
諸
進
士
」
た
ち
の
恥
じ
ら
い
は
彼
等
の
誠
実
さ
の
あ
か
し
で
あ
り
、

ま
た
、
彼
等
が
鄭
玄
の
訓
戒
か
ら
受
け
た
、
深
い
感
動
の
あ
か
し
で
も
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

講
書
が
鄭
玄
伝
を
テ
キ
ス
ト
と
し
て
い
た
こ
と
か
ら
、
山
本
の
読
解
は
肯
わ
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
別
の
解
釈
の
可
能
性
を
述
べ

た
い
。
一
つ
は
「
勧
道
」
と
い
う
語
自
体
の
用
例
に
基
づ
く
意
味
、
も
う
一
つ
は
「
空
赧
面
」
の
主
語
で
あ
る
。

　

延
喜
大
学
寮
式
に
、

　
　

凡
学
生
入
学
者
、
惣
録
名
簿
。
毎
日
点
検
、
勧
道
習
業
。

　
　
　
　

凡
そ
学
生
の
入
学
す
る
者
は
、
惣
じ
て
名
簿
に
録
す
。
毎
日
点
検
し
、
道
を
勧
め
業
を
習
は
し
め
よ
。

と
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
大
学
寮
に
入
学
し
た
学
生
に
は
、
「
道
を
勧
め
業
を
習
は
し
め
」
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
「
勧

道
」
の
措
辞
が
見
え
る
。
道
真
が
学
生
に
対
し
て
行
っ
た
講
書
は
ま
さ
に
こ
こ
に
い
う
「
勧
道
」
に
当
た
る
。
つ
ま
り
こ
こ
は
文
章
博
士

と
し
て
学
生
に
講
義
を
行
っ
て
い
る
こ
と
を
「
勧
道
」
と
表
現
し
て
い
る
と
考
え
る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
「
空
赧
面
」
は
、
川
口
、
山
本
と
も
に
「
諸
生
」
を
主
語
と
解
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
道
真
で
は
な
い
か
。
対
語
「
欲
銷
魂
」
を
含
め
、

第
六
句
に
つ
い
て
川
口
は
「
公
に
し
た
が
っ
て
、
魂
が
体
か
ら
ぬ
け
だ
し
て
身
に
添
わ
ぬ
く
ら
い
に
命
が
け
で
、
決
死
の
覚
悟
で
努
力
し
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て
も
ら
い
た
い
」
と
解
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
頸
聯
の
「
空
赧
面
」
「
欲
銷
魂
」
の
主
語
を
「
諸
生
」
だ
と
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ

に
対
し
、
山
本
は
、

…
…
（
鄭
益
恩
の
死
を
述
べ
）
…
…
老
父
鄭
玄
の
い
ま
だ
存
命
中
の
鄭
益
恩
の
こ
の
壮
烈
な
最
期
の
姿
は
、
道
真
と
進
士
た
ち
に
強

い
印
象
を
与
え
た
に
違
い
な
い
。
第
六
句
は
、
自
分
た
ち
も
鄭
益
恩
と
同
じ
よ
う
に
、
「
公
」
つ
ま
り
君
主
の
命
に
従
っ
て
、
「
万
死
」

つ
ま
り
生
命
さ
え
投
げ
出
し
、
ど
こ
ま
で
も
「
銷
魂
」
す
な
わ
ち
悩
み
抜
き
苦
し
み
抜
く
覚
悟
が
で
き
て
い
る
と
述
べ
…
…

と
い
う
。
山
本
は
、
「
銷
魂
」
の
主
語
を
、
川
口
の
よ
う
に
「
諸
生
」
と
解
す
る
だ
け
で
な
く
、
道
真
も
含
め
て
考
え
て
い
る
。
私
見
は
、

道
真
を
主
語
と
す
べ
き
だ
と
考
え
る
。

　

第
五
句
の
「
勧
道
」
は
、
道
真
が
諸
生
に
講
義
を
行
う
こ
と
を
指
す
と
考
え
た
が
、
つ
ま
り
、
そ
れ
は
文
章
博
士
の
職
務
で
あ
る
。
そ

の
よ
う
に
考
え
れ
ば
第
六
句
の
「
従
公
」
は
、
式
部
少
輔
と
し
て
務
め
る
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

第
三
句
は
「
家
風
」
に
「
誘
」
わ
れ
て
文
章
博
士
に
任
じ
ら
れ
た
こ
と
、
第
四
句
は
「
祖
業
」
の
御
陰
で
式
部
少
輔
に
な
っ
た
こ
と
を

詠
む
が
、
そ
れ
を
承
け
て
第
五
句
六
句
が
あ
る
。
第
五
句
が
文
章
博
士
の
任
を
表
現
し
て
い
る
と
す
れ
ば
、
第
六
句
は
式
部
少
輔
の
任
に

つ
い
て
詠
ん
で
い
る
と
理
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
と
す
れ
ば
、
第
六
句
は
式
部
少
輔
道
真
自
身
の
こ
と
を
詠
ん
で
い
る
の
で
あ
り
、
式
部

少
輔
と
い
う
公
務
に
従
っ
て
、
命
さ
え
投
げ
出
す
よ
う
に
魂
す
ら
消
え
る
よ
う
な
思
い
で
仕
事
を
果
た
し
て
い
る
と
詠
ん
で
い
る
と
解
釈

で
き
る
の
で
は
な
い
か
。

　

で
あ
れ
ば
、
第
五
句
は
文
章
博
士
道
真
の
職
務
を
詠
ん
で
お
り
、
「
空
赧
面
」
の
主
語
は
道
真
だ
と
解
す
る
方
が
対
句
と
し
て
ふ
さ
わ
し

い
。

　

第
五
句
は
、
「
諸
生
」
に
道
を
説
い
て
（
＝
講
義
を
行
っ
て
）
│
講
義
の
不
出
来
さ
の
餘
り
│
恥
ず
か
し
く
空
し
く
顔
を
赤
ら
め
る
、
と

い
う
こ
と
で
は
な
い
か
。
こ
の
第
五
句
は
、
次
の
よ
う
に
訓
読
す
べ
き
だ
と
考
え
る
。
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道
を
諸
生
に
勧
め
て　

空
し
く
面
を
赧
ら
む

　

す
な
わ
ち
頸
聯
は
、
文
章
博
士
、
式
部
少
輔
と
い
う
職
に
就
い
た
自
分
の
こ
と
を
詠
ん
で
お
り
、
頷
聯
の
内
容
を
考
慮
す
れ
ば
、
こ
の

両
職
に
は
、
「
家
風
」
「
祖
業
」
に
よ
っ
て
何
と
か
就
け
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
自
分
の
実
力
で
は
な
い
、
だ
か
ら
、
講
義
を
行
っ
て
も
恥

ず
か
し
く
て
顔
を
赤
ら
め
る
し
、
少
輔
と
い
う
職
で
も
、
魂
が
消
え
る
よ
う
な
戦
々
恐
々
た
る
思
い
を
感
じ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
の

よ
う
に
解
し
て
こ
そ
、
尾
聯
、
特
に
第
八
句
の
「
恐
有
」
に
素
直
に
繋
が
る
の
で
は
な
い
か
。

　

な
お
、
第
八
句
「
累
」
を
川
口
、
山
本
と
も
に
「
か
さ
な
る
」
と
訓
み
、
子
々
孫
々
ま
で
に
疇
官
が
重
な
っ
て
い
く
こ
と
と
理
解
し
て

い
る
。
し
か
し
、
頸
聯
に
於
い
て
、
博
士
、
少
輔
の
任
に
苦
労
し
て
い
る
自
分
を
詠
ん
で
い
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
こ
の
「
累
」
は
、
「
わ

づ
ら
は
す
」
の
意
で
は
な
い
か
。
す
な
わ
ち

　
　

恐
る
ら
く
は　

疇
官
の
末
孫
を

累
わ
づ
ら

は
さ
む
こ
と
有
る
を

と
訓
読
す
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。
│
祖
父
、
父
の
御
陰
で
こ
の
両
職
に
就
く
こ
と
が
で
き
た
、
し
か
し
そ
の
職
を
果
た
す
に
は
実
力
が

伴
わ
ず
、
講
義
で
は
顔
を
赤
ら
め
、
公
務
で
は
戦
々
恐
々
と
し
た
情
況
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
我
が
子
が
四
歳
に
し
て
書
を
読
む
こ
と
を

知
っ
た
よ
う
だ
。
こ
の
ま
ま
で
は
私
の
跡
を
嗣
ぐ
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
そ
の
職
は
、
本
当
に
つ
ら
く
、
だ
か
ら
、
子
孫
が
こ
れ
に
煩

わ
さ
れ
る
こ
と
が
心
配
だ
│
道
真
は
そ
う
詠
ん
で
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か

）
30
（

。
も
ち
ろ
ん
、
本
作
は
、
題
辞
に
記
さ
れ
る
よ
う
に
「
諸

進
士
」
に
「
戯
」
れ
て
「
呈
」
し
た
詩
で
あ
り
、
こ
れ
を
道
真
の
本
心
と
取
る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
が
、
少
な
く
と
も
こ
の
詩
の
中
で
は
、

実
力
な
く
父
祖
の
業
績
に
よ
っ
て
、
分
不
相
応
な
職
に
就
い
て
し
ま
っ
た
こ
と
、
そ
れ
を
子
孫
が
継
承
し
て
い
く
こ
と
の
不
安
を
詠
ん
だ

と
解
釈
す
べ
き
で
あ
ろ
う
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
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七
、
結
語

　

以
上
、
「
阿
視
」
が
高
視
で
あ
る
と
い
う
通
説
を
批
判
し
、
淳
茂
の
左
遷
に
関
す
る
疑
問
を
含
め
、
道
真
の
子
息
た
ち
に
関
わ
る
い
く
つ

か
の
資
料
に
つ
い
て
検
討
し
た
。
ま
た
、
道
真
詩
の
解
釈
に
つ
い
て
の
私
見
を
述
べ
た
。

　

道
真
の
伝
記
研
究
を
行
う
上
で
、
そ
の
子
息
に
つ
い
て
の
検
討
は
、
道
真
の
作
品
を
読
む
た
め
に
も
重
要
で
あ
る
が
、
先
行
研
究
も
少

な
く
、
基
礎
的
な
考
察
も
行
わ
れ
て
い
な
い
と
い
え
る
。
本
稿
で
は
、
道
真
伝
研
究
の
一
環
と
し
て
、
そ
の
子
息
た
ち
を
考
察
し
た
。
明

確
に
結
論
づ
け
ら
れ
な
か
っ
た
点
も
あ
る
が
、
通
説
と
異
な
る
理
解
に
至
っ
た
部
分
も
あ
る
。
叱
正
を
願
い
た
い
。
ま
た
、
道
真
詩
に
つ

い
て
は
、
川
口
注
が
存
す
る
と
は
い
え
、
近
年
、
そ
の
不
備
が
多
く
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
詩
文
の
解
釈
に
つ
い
て
の
議
論
は
、

ま
だ
ま
だ
盛
ん
だ
と
は
い
え
ま
い
。
本
稿
に
於
い
て
も
い
く
つ
か
私
見
を
述
べ
た
が
、
一
層
活
発
な
議
論
が
起
こ
る
こ
と
を
願
っ
て
い
る
。

注（
1
） 

川
口
久
雄
『
日
本
古
典
文
学
大
系　

菅
家
文
草　

菅
家
後
集
』
（
岩
波
書
店
・
一
九
六
六
年
）
当
該
詩
補
注
。
以
下
、
川
口
の
見
解
は
、
本
書
に
よ
る
。

（
2
） 

新
間
一
美
「
菅
原
道
真
の
子
を
悼
む
詩
と
白
詩
」
（
『
源
氏
物
語
の
構
想
と
漢
詩
文
』
和
泉
書
院
・
二
〇
〇
九
年
、
二
〇
〇
四
年
初
出
）
注
1
。

（
3
） 「
満
」
を
「
ま
ろ
」
の
音
写
と
し
て
用
い
る
こ
と
は
、
古
く
、
藤
原
仲
麻
呂
や
阿
倍
仲
麻
呂
を
「
仲
満
」
と
表
記
し
た
例
が
『
続
日
本
紀
』
、
『
新
旧
唐

書
』
東
夷
伝
・
日
本
国
に
見
え
る
。
な
お
、
杉
本
直
治
郞
『
阿
倍
仲
麻
呂
伝
研
究　

手
沢
補
訂
本
』
（
勉
誠
出
版
・
二
〇
〇
六
年
、
一
九
四
〇
年
初
版
）

第
五
第
一
節
（
1
）
「
朝
臣
仲
満
」
参
照
。

（
4
） 

坂
本
信
道
「
古
代
童
名
一
覧
稿
」
（
文
献
探
求
39
・
二
〇
〇
一
年
）
。
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（
5
） 

角
田
文
衞
『
日
本
の
女
性
名　

歴
史
的
展
望
』
（
国
書
刊
行
会
・
二
〇
〇
六
年
、
一
九
八
〇
年
初
版
）
「
6　

平
安
時
代
中
期
（
一
）
│
延
喜
・
天
暦

の
時
代
│
」
・
「
子
型
名
の
通
行
と
童
名
」
）
。

（
6
） 
渡
辺
三
男
『
日
本
人
の
名
前
』
（
北
辰
堂
・
一
九
五
八
年
）
「
第
五
章　

幼
名
・
実
名
・
通
称
・
字
・
号
」
・
「
（
一
）
幼
名
」
。

（
7
） 

武
帝
の
故
事
を
踏
ま
え
て
、
「
阿
喬
」
と
詠
む
例
は
散
見
す
る
。

（
8
） 

詩
で
は
小
男
と
す
る
が
、
女
子
で
あ
る
こ
と
、
朱
金
城
『
白
居
易
集
箋
校
』
（
上
海
古
籍
出
版
・
二
〇
〇
三
年
）
当
該
詩
注
参
照
。

（
9
） 

飯
沼
賢
司
「
人
名
小
考
│
中
世
の
身
分
・
イ
エ
・
社
会
を
め
ぐ
 っ
て
│
」
（
竹
内
理
三
先
生
喜
寿
記
念
論
文
集
刊
行
会
編
『
荘
園
制
と
中
世
社
会
』
東

京
堂
出
版
・
一
九
八
四
年
）
。

（
10
） 

服
藤
早
苗
「
古
代
子
ど
も
論
覚
書
│
元
服
の
諸
相
│
」
（
『
家
成
立
史
の
研
究
│
祖
先
祭
祀
・
女
・
子
ど
も
』
校
倉
書
房
・
一
九
九
一
年
、
一
九
八
八

年
初
出
）
。

（
11
） 

な
お
、
「
小
男
児
」
の
例
が
二
例
あ
る
。

（
12
） 

朱
金
城
『
白
氏
文
集
箋
校
』
他
参
照
。

（
13
） 

花
房
英
樹
「
綜
合
作
品
年
表
」
（
『
白
氏
文
集
の
批
判
的
研
究
』
彙
文
堂
書
店
・
一
九
七
四
年
）
。

（
14
） 「
齔
」
字
、
那
波
本
「

」
に
作
る
。
『
新
釈
漢
文
大
系　

白
氏
文
集　

二
下
』
（
明
治
書
院
・
二
〇
〇
七
年
）
の
指
摘
に
従
い
、
改
め
る
。

（
15
） 

延
暦
十
四
年
十
月
八
日
太
政
官
符
「
応
下
三
位
已
上
子
孫
及
四
位
五
位
年
満
二
廿
一
一
者
、
叙
中
当
蔭
階
上
事
」
（
選
叙
令
34
集
解
所
引
）
。

（
16
） 『
尊
卑
分
脈
』
に
「
文
」
と
あ
り
、
文
章
生
と
な
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
る
が
、
時
代
の
近
接
し
た
他
の
資
料
で
確
認
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

（
17
） 「
文
章
得
業
生
に
補
さ
れ
て
か
ら
対
策
に
応
じ
る
ま
で
の
間
に
一
度
諸
国
掾
を
兼
任
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
が
」
、
そ
れ
は
「
給
与
支
給
を
名
目
と

し
た
優
遇
措
置
」
で
あ
る
。
岸
野
幸
子
「
文
章
科
出
身
者
の
任
官
と
昇
進
│
蔵
人
と
の
関
係
を
中
心
に
│
」
（
お
茶
の
水
史
学
42
・
一
九
九
八
年
）
参

照
。

（
18
） 「
景
」
に
「
兼
」
の
異
本
中
記
あ
り
。

（
19
） 

真
壁
俊
信
「
道
真
の
子
息
の
動
静
に
つ
い
て
」
（
『
天
神
信
仰
の
基
礎
的
研
究
』
近
藤
出
版
社
・
一
九
八
四
年
、
一
九
七
三
年
初
出
）
。
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（
20
） 

市
川
久
編
『
蔵
人
補
任
』
（
続
群
書
類
従
完
成
会
・
一
九
八
九
年
）
に
就
け
ば
、
寛
平
九
年
に
橘
公
頼
が
六
位
蔵
人
と
左
衛
門
少
尉
を
兼
任
、
昌
泰
元

年
に
六
位
蔵
人
の
藤
原
兼
茂
が
同
じ
く
左
衛
門
少
尉
を
兼
任
し
て
い
る
。

（
21
） 
柳
澤
良
一
「
『
菅
家
後
集
』
注
解
稿
（
三
）
」
（
北
陸
古
典
研
究
17
・
二
〇
〇
二
年
）
。

（
22
） 

景
行
の
左
遷
を
詠
ん
だ
と
さ
れ
る
「
吏
部
郎
中
新
著
緋
」
に
つ
い
て
、
川
口
注
は
「
二
男
従
五
位
下
式
部
大
丞
景
行
は
す
で
に
五
位
で
あ
っ
た
の
に
、

新
た
に
叙
爵
し
て
従
五
位
下
に
な
り
、
越
後
国
に
配
流
。
緋
は
五
位
の
つ
け
る
あ
け
の
こ
ろ
も
」
と
い
う
。
確
か
に
緋
は
五
位
以
上
の
衣
だ
が
、
従

五
位
下
で
あ
っ
た
も
の
が
新
た
に
叙
爵
す
る
と
は
お
か
し
い
。
こ
こ
は
例
え
ば
、
白
居
易
が
忠
州
刺
史
に
除
さ
れ
た
と
き
、
「
初
除
レ

官
蒙
三
裴
常
侍

贈
二
鶻
銜
瑞
草
緋
袍
魚
袋
一
因
謝
二
恵
一
兼
抒
二
離
情
一
」
（
『
白
氏
文
集
』
巻
十
七
・

1091
）
に
於
い
て
「
新
授
銅
符
未
レ

著
レ

緋
、
因
レ

君
裝
束
始
光
輝
」

│
新
た
に
「
銅
符
」
（
刺
史
の
割
符
）
は
授
け
ら
れ
た
が
、
刺
史
の
官
服
で
あ
る
緋
色
の
袍
は
ま
だ
着
て
い
な
い
、
そ
れ
が
あ
な
た
か
ら
送
ら
れ
て
き

た
の
で
、
初
め
て
着
て
光
輝
い
て
い
る
│
と
詠
ん
だ
ご
と
く
、
あ
る
い
は
同
様
に
忠
州
刺
史
の
官
服
を
着
た
こ
と
を
「
初
著
二

刺
史
緋
一

答
二

友
人

見
一レ
贈
」
（
同
前
巻
十
七
・

1093
）
と
題
辞
で
表
し
て
い
る
よ
う
に
、
刺
史
の
服
と
し
て
の
緋
袍
を
表
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
緋
袍
は
、
唐
代
に
於

い
て
も
「
五
品
以
上
緋
衣
」
（
『
通
典
』
巻
四
十
・
職
官
・
秩
品
・
大
唐
）
と
あ
る
よ
う
に
、
五
品
以
上
の
衣
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
と
白
居
易
が
刺
史

と
し
て
緋
袍
を
着
た
こ
と
を
踏
ま
え
て
、
五
位
で
あ
っ
た
景
行
が
地
方
官
に
任
じ
ら
れ
た
こ
と
を
「
新
著
緋
」
と
表
現
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

こ
こ
も
、
上
四
文
字
で
左
遷
前
の
官
職
を
、
下
三
文
字
で
左
遷
後
を
示
し
た
こ
と
に
な
る
。

（
23
） 

図
示
す
れ
ば
、

 
 

 

高
視 

 

景
行 

 

兼
茂 

 

淳
茂

　

左
降
除
目 

「
大
学
頭
」 

「
式
部
丞
」 

「
右
衛
門
尉
」 

 

ナ
シ

　

後
集 

「
尚
書
右
丞
」
（
右
少
弁
） 

「
吏
部
郎
中
」
（
式
部
丞
） 
「
侍
中
」
（
蔵
人
） 

「
秀
才
」
（
文
章
得
業
生
）

　

御
伝
記 

「
右
少
弁
」 

「
式
部
大
丞
」 
「
蔵
人
」 

「
文
章
得
業
生
」

（
24
） 

真
壁
前
掲
論
文
も
同
様
で
あ
る
。

（
25
） 

堀
誠
「
道
真
竟
宴
詠
懐
人
士
考
」
（
『
日
中
比
較
文
学
叢
考
』
研
文
出
版
・
二
〇
一
五
年
、
二
〇
一
〇
年
初
出
）
。
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（
26
） 

山
本
登
朗
「
菅
原
道
真
と
鄭
玄
│
「
講
書
之
後
、
戯
に
諸
進
士
に
寄
す
」
の
一
首
を
め
ぐ
っ
て
―
」
（
和
漢
比
較
文
学
会
編
『
菅
原
道
真
論
集
』
勉
誠

出
版
・
二
〇
〇
三
年
）
。
以
下
、
山
本
の
説
は
本
論
に
拠
る
。

（
27
） 
彌
永
貞
三
「
古
代
の
釈
奠
に
つ
い
て
」
（
『
日
本
古
代
の
政
治
と
史
料
』
高
科
書
店
・
一
九
八
八
年
、
一
九
七
二
年
初
出
）
。

（
28
） 

山
本
前
掲
論
文
。

（
29
） 

第
二
句
「
不
窺
園
」
は
、
前
掲
、
古
注
『
蒙
求
』
「
董
生
下
帷
」
の
「
漢
書
、
董
仲
舒
少
耽
レ

学
。
俗
謂
二
董
生
下
レ

帷
読
一レ

書
、
弟
子
不
レ

見
二
其
面
一。

在
レ

家
七
年
、
下
レ

窺
二

後
園
一
」
に
基
づ
く
。
「
折
桂
」
は
、
本
来
科
挙
に
合
格
す
る
こ
と
。
こ
こ
で
は
対
策
に
及
第
す
る
こ
と
を
指
す
。
前
掲
の

「
献
二
家
集
一
状
」
で
も
董
仲
舒
の
故
事
「
下
帷
」
を
用
い
な
が
ら
対
策
へ
の
勉
学
を
表
現
し
て
い
た
。
「
桂
を
折
る
」
た
め
に
「
園
を
窺
は
ず
」
と
い

う
の
も
、
董
仲
舒
の
よ
う
に
帷
を
下
ろ
し
て
勉
学
に
励
ん
で
い
た
こ
と
を
い
う
が
、
「
桂
」
を
折
る
た
め
に
な
の
に
（
桂
が
あ
る
で
あ
ろ
う
）
「
園
」

を
「
窺
」
わ
な
か
っ
た
と
い
う
諧
謔
で
も
あ
る
。
題
辞
に
「
戯
呈
」
と
あ
る
こ
と
と
関
わ
る
。

（
30
） 

金
文
京
「
書
評
・
堀
誠
著
『
日
中
比
較
文
学
叢
考
』
」
（
国
語
と
国
文
学
94
│
４
・
二
〇
一
七
年
）
は
、
当
該
詩
を
取
り
上
げ
て
「
評
者
は
さ
ら
に
こ
れ

を
「
道
を
諸
生
に
勧
め
て
空
し
く
面
を
赧
ら
め
」
と
読
ん
で
、
赧
面
す
る
の
は
道
真
自
身
と
取
り
た
い
。
…
…
（
末
句
の
「
累
」
を
取
り
上
げ
て
）

…
…
こ
れ
も
評
者
は
「
わ
ず
ら
わ
す
」
と
読
み
た
い
。
詩
題
に
「
戯
れ
」
と
称
す
る
所
以
で
あ
ろ
う
」
と
論
じ
る
。
金
自
身
の
解
釈
は
示
さ
れ
な
い

が
、
如
上
に
述
べ
て
き
た
内
容
と
同
じ
方
向
の
理
解
で
あ
ろ
う
。

〈
引
用
本
文
〉

菅
家
文
草
│
元
禄
十
三
年
刊
本
、
菅
家
後
集
│
日
本
古
典
文
学
大
系
。
日
本
古
典
文
学
大
系
の
作
品
番
号
を
付
し
た
。

白
氏
文
集
│ 

四
部
叢
刊
。
花
房
英
樹
「
綜
合
作
品
年
表
」
（
『
白
氏
文
集
の
批
判
的
研
究
』
彙
文
堂
書
店
・
一
九
七
四
年
）
の
作
品
番
号

を
付
し
た
。
な
お
、
自
注
を
『
白
居
易
集
』
（
中
華
書
局
・
一
九
七
九
年
）
で
補
っ
た
。

北
野
天
神
御
伝
・
菅
家
御
伝
記
│
神
道
大
系
『
北
野
』
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そ
の
他
は
、
新
訂
増
補
国
史
大
系
な
ど
、
通
行
の
叢
書
類
に
拠
っ
て
い
る
。
漢
字
は
原
則
と
し
て
新
字
体
を
用
い
た
。
引
用
文
中
、

〈　

〉
内
は
割
注
を
、
…
…
は
省
略
を
表
す
。

 

（
本
学
教
授
）


